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説

ま
え
が
き

北法48(3・2)204

論

筆
者
は
法
性
論
議
の
な
か
に
法
の
発
生
の
機
序
が
日
ん
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
(
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」
(
]
)
法
学
研
究
(
北
海
学
図
大
学
)

三
二
巻
二
号
)
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
法
性
が
論
じ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
事
項
(
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」
に
お
い
て
は
二
一
の
事
項
を
と
り
あ
げ

た
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
法
性
論
を
、
主
と
し
て
判
例
の
な
か
に
比
て
、
こ
れ
を
分
析
し
、
監
理
し
て
、
総
合
し
て
み
た
い
。
本
稿
は

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
判
例
の
中
に
見
る
か
。
判
例
は
唱
刻
叫
叫
叶
引
法
判
断
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
法
は
、
か
つ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
、
外
国
で
追
討
す
る
場
合
に
も
、
八
ム
正
証
害
造
4

一
一
日
(
公
証
人
記
載
遺
言
)
の
み
を
許
し
、
自
筆
の
遺
言

を
禁
止
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
外
国
で
自
筆
遺
一
汗
を
、
当
該
外
国
法
に
照
ら
せ
ば
有
効
に
な
し
た
場
合
、
当
該
外
国
の
法
廷
は
、
こ
れ
を
有
効
と
み
る

か
無
効
と
み
る
か
。
こ
れ
が
、
自
筆
遺
言
(
禁
止
規
定
)

の
法
性
に
つ
い
て
の
論
議
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
当
該
外
国
が
ド
イ
ツ
で
あ
る
場
合
、

フ
ラ
ン

ス
で
あ
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
議
を
分
析
し
、
そ
こ
に
な
に
が
見
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

〕
は
わ
た
く
し
の
注
な
い
し
感
怨
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
傍
線
は
わ
た
く
し
が
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
市

な
お
、
〔

注
婚
姻
も
遺
一
一
百
も
当
事
者
の
怠
思
に
悲
づ
く
行
為
で
あ
る
o

M

附
則
と
親
の
川
意
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
、
未
成
年
者
の
保
護
ま
た
は
親

に
対
す
る
恭
敬
と
い
う
根
拠
に
よ
り
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
削
耐
の
州
立
は
、
概
念
と
じ
て
は
、
燃
側
の
方
式
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

Mm矧
の
方
式
は
、
概
念

の
通
常
の
意
味
と
し
て
は
、
当
事
者
の
締
矧
意
思
の
衣
現
形
式
を
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
婚
制
と
一
信
仰
は
人
に
お
い
て
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
で
き

る
し
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
で
き
た
。
儀
式
は

Mm捌
意
思
の
表
現
形
式
の
耐
を
も
っ
。
信
仰
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
の
信
仰
の
焔
姻
儀
式
は
婿
矧
の

実
質
で
あ
っ
て
こ
れ
と
区
別
さ
れ
た
表
現
形
式
で
は
な
い
。

Mm捌
と
挙
式
の
結
び
つ
き
に
は
こ
の
よ
う
な
極
類
が
存
す
る
。
泣
一
一
首
は
立
思
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
。

遺
言
は
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
正
統
告
も
自
筆
も
そ
の
表
現
の
方
式
で
あ
る
。
方
式
の
白
山
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
当
該

方
式
か
ら
遺
言
意
思
を
推
認
す
る
こ
と
の
確
か
さ
に
つ
い
て
の
評
価
の
ち
が
い
そ
の
他
が
こ
の
問
題
の
処
刑
円
-
を
左
右
す
る
。
こ
の
評
価
が
恭
礎
に
な
っ
て
あ
る
方



式
が
あ
る
い
は
遺
言
の
成
立
要
件
と
さ
れ
あ
る
い
は
効
力
要
作
と
さ
れ
あ
る
い
は
訓
示
的
な
安
件
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
規
制
が
国
(
ま
た
は
地
方
)

に
よ
っ
て
同
じ
で
な
い
こ
と
か
ら
問
題
が
起
こ
る
。
婚
銅
に
お
け
る
判
明
の
同
意
と
婚
州
に
お
け
る
祭
式
の
宗
教
門
と
泣
言
に
お
け
る
自
筆
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
に

性
質
の
ち
が
う
も
の
を
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
、
抵
触
法
は
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
り
、
実
体
は
十
弔
問
法
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
で

あ
る
か
と
い
う
形
で
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
切
の
国
一
九
六
七
年
一
月
一
一
一
日
判
決

(
Z
]
g
E
R
-
-
3
)
を
手
掛
り
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
事
実
関
係

は
前
稿
(
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」

(
3
)
、
法
学
研
究
(
北
海
学
岡
大
学
)
三
三
巻
一
号
、
四

2
C
)
に
お
い
て
紹
介
し
た
。
本
稿
で
は
判
己
口
を
分

自筆遺言の法性に関する議論については)

析
す
る
。

〔
オ
ラ
ン
ダ
法
を
ど
う
理
解
す
る
か
〕

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
よ
れ
ば
、
外
国
に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
国
民
は
、
そ
の
遺
立
を
、
そ
れ
が
な
さ

れ
る
国
の
方
式
を
守
っ
た
公
正
証
書
に
よ
っ
て
の
み
、
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
お
い
て
も
通
用
す
る
と
こ
ろ
の
、

方
式
は
行
為
地
法
に
従
う
と
い
う
準
則
を
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
外
国
で
遺
討
を
す
る
場
介
に
つ
い
て
は
、
認
め
な
い
o

〔
ド
イ
ツ
抵
触
規
則
と
の
関
係

こ
の
こ
と
は
し
か
し
か
か
る
遺
一
汗
が
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
一
一
文
に
よ
り
ド
イ
ツ
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
み
る
べ

(
lザ

{
2
)

き
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
〔
判
例
は
ど
う
か
〕

m
C

」
笥
Z
-
ω
ω
ω

は
反
対
の
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
し
か
し
河
の
の
そ
の
後
の
判
決
に
よ
り
く
つ
が

は
ど
う
か
〕

北法48(3・3)205

え
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
丈
は
、
自
立
し
た
、
す
べ
て
の
法
律
行
為
に
通
用
す
る
抵
触
規
範
で
あ

っ
て
、
外
国
法
が
行
為
地
の
法
規
を
十
分
で
あ
る
と
認
め
な
い
と
き
に
も
適
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
〔
オ
ラ
ン
ダ
法
の
属
人
性
に
ド
イ
ツ
法
の
属
地

一3
}

性
が
優
先
す
る
と
み
る
根
拠
は
な
に
か
〕
。
∞
の
出
は
∞
C
Z
N
N川

Y
Z叶

(
H
Z戸
、
印
m
y

コ
ご
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
く
み
し
た
。
〔
立
法
の



説

経
緯
〕
こ
の
規
定
の
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
第
二
文
は
八
(
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
)
第
一
文
に
よ
り
準
拠
す
る
こ
と
に
な
る
法
律
が
相
反
す
る

の
で
な
い
限
り

V
と
い
う
の
を
前
以
て
用
意
し
て
い
た
が
、
こ
の
山
…
は
法
律
に
は
な
ら
な
か
っ
た
〔
法
律
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
否
定
さ
れ
た
こ

北j去48(3・4)206

~~ 
ロ附句

と
を
意
味
す
る
か
、
解
釈
上
と
う
ぜ
ん
だ
か
ら
文
京
化
し
な
か
っ
た
の
か
〕
0

〔
現
在
の
判
例
学
説
〕
か
く
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ド
イ
ツ
で
作
成
さ

(
4
}

「にと

れ
た
自
筆
遺
一
言
は
一
般
に
有
効
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、

m
g芳
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
|
ス
で
は
、
外
国
の
相
続
法
を
し
て
決
せ
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
宮
号
の
見
解
は

l
i彼
自
身
現
行
法
と
結
び
つ
く
か
を
疑
っ
て
い
る
が

1
i
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
八
二
条
第
九
九
二
条
が
方
式
規
定
で
な

く
て
遺
言
能
力
の
制
限
を
含
む
場
合
に
の
み
同
意
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

〔
方
式
規
定
か
能
力
制
限
規
定
か
を
決
す
る
方
法
〕
こ
れ
ら
オ
ラ
ン
ダ
法
の
規
定
を
ど
ち
ら
に
属
せ
し
め
る
か

(
6
)
 

っ
て
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
以
下
の
よ
う
な
解
釈
築
本
別
に
情
意
す
べ
き
で
あ
る
。
外
国
法
の
規
定
を
そ
の
原
義
(
印
百
三
と
目
的
(
N
耳

Rr)

(
N
E
C
「

E
E
m
)
は
ド
イ
ツ
法
に
従

に
従
っ
て
把
握
す
る
こ
と
、

そ
の
重
要
意
味
(
回

E
E
E
Z
)
は
そ
の
外
国
法
の
立
場
か
ら
評
価
す
る
こ
と
、
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
諸
制
度
と
の
調

和
を
は
か
る
こ
と
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
訟
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
概
念
お
よ
び
限
界
設
定
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
抵

触
規
範
の
諸
徴
表
(
玄

q
r呂
田

-
g
)
l
l
l
本
件
に
お
い
て
は
、
方
式
規
定
の
概
念
ま
た
は
尖
体
法
規
範
の
概
念
!
ー
ー
に
属
す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
は
、

か
の
オ
ラ
ン
ダ
法
の
規
定
は
、
な
か
ん
ず
く
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
け
ん
解
と
対
立
的
一
に
、
方
式
の
規
定
で
あ
る

と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
〔
と
の
よ
う
な
筋
道
か
〕

か
の
規
定
は
八
終
意
の
方
式
に
つ
い
て

V
と
い
う
表
題
の
民
法
第
二
編
第
二
一
章
第
四
節
第

九
七
七
条
以
下
と
い
う
遺
言
の
方
式
を
扱
う
節
に
体
系
的
に
佼
慨
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遺
一
パ
能
力
は
同
京
の
他
の
節
(
第
二
日
即
)

に
お
い
て

扱
わ
れ
て
い
る
〔
形
式
に
蒜
版
し
て
方
式
の
節
で
被
う
が
実
質
は
尖
体
に
問
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
〕
。
さ
ら
に
、

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
は
ま
さ
に
方
式
に
つ
い
て
通
用
す
る

1
1
i
法
律
行
為
の
尖
行
の
場
所
の
規
定
で
足
り
る
と
い
う

l
l
i
基
本
則
を
制
限

す
る
も
の
で
あ
る
。
被
相
続
人
を
軽
水
性
急
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
こ
の
規
定
の
目
的
〔
こ
の
目
的
理
解
は
後
糾
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
そ
れ
と
同
じ
〕

は
こ
の
規
定
を
方
式
の
規
定
と
類
別
す
る
こ
と

(巴ロミ

E
Z口
問
)
に
逆
ら
う
も
の
で
な
い

〔
こ
の
山
…
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
と
異
な
る
〕
。

ド
イ
ツ
法
に



よ
れ
ば
方
式
に
か
か
る
そ
の
他
の
定
め
も
右
の
目
的
に
奉
仕
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
の
規
定
は
、
支
配
的
な
オ
ラ
ン
ダ
の
法
学
説
に
従
え
ば
方
式

(

7

)

(

8

)

 

の
定
め
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
判
例
お
よ
び
学
説
か
ら
も
方
式
の
定
め
と
抜
わ
れ
て
い
る
。

(
9
)
 

遺
言
の
撤
回
可
能
性
は
、
戻
っ
て
、
遺
言
者
の
本
国
法
に
従
う
。
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
一

O
一
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
撤
回
は
、
後
行
の
遺
言
も
し
く
は

特
別
の
公
正
証
書
|
|
被
相
続
人
が
そ
の
撤
回
を
明
示
す
る

l
ー
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
同
第
一

O
四
二
条
に
よ
れ
ば
、
撤
回
は
、
前
の
遺
一
一
一
日
と

全
面
的
に
ま
た
は
部
分
的
に
相
反
す
る
後
行
の
処
分
に
よ
っ
て
黙
示
的
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
れ
ば
、
遺
A

一パは

ド
イ
ツ
法
に
従
っ
て
撤
回
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
ド
イ
ツ
で
し
た
撤
回
の
方
式
は
、
も
う
い
ち
ど
、
民
法
施
行
法
第

一
一
条
第
一
項
第
二
文
に
従
う
。
こ
の
規
定
は
作
成
行
為
の
み
な
ら
ず
取
消
行
為
に
も
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
判
旨
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
引
用
判
例
に
当
た
っ
て
み
る
な
ど
の
作
業
を
し
よ
う
。
注
番
号
を
付
し
た
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
あ

る
。
項
を
別
に
す
る
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

2 

河
(
こ
を

Hω
噂

ω
ω
ω
(
注
番
号

(
1
)
)

こ
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
場
所
の
法
規
が
通
用
す
る
と
い
う
準
則
は
、
事
物
規
範
(
山
由

nEC『
包

巾

P

〔
実
質
法
規
範
の
こ
と
か
〕
)
が
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
定
め
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
、
通
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
Z
]
巧

5
2

ニ
ゴ
よ
り
)
。
こ
の
点
で
「
反
対
の
見
解
」

で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

』者

HUHω
ヨ

ωωω

に
は
以
下
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ム
ブ
ル
グ
に
住
む
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
女

S
。

一
九

O
一
年
一

O
月
一
日
に
遺
言
を

し
て
一
九
一

O
年
三
月
一
七
日
に
死
亡
。
遺
言
は
、
公
証
人
に
遺
，
汀
舎
を
終
意
を
記
し
て
あ
る
と
官
¥
寸
け
し
て
交
付
し
、

そ
の
さ
い
二
人
の
証
人
が
立

ち
会
っ
た
。
遺
言
は
、
原
告
女
を
唯
一
の
相
続
人
と
指
名
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
人
の
証
人
の
う
ち
一
人
は
原
告
の
父
で
あ
っ
た
。
こ

の
者
は
ド
イ
ツ
民
法
第
三
二
三
五
条
に
よ
り
証
人
と
し
て
関
与
す
る
こ
止
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
こ
の
公
証
人
を
訴
え
、
公
証
人
の
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E見

過
失
に
よ
り
不
適
格
証
人
の
関
与
が
あ
っ
て
遺
一
言
が
無
効
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
遺
一
日
が
有
効
で
あ
っ
た
な
ら
ば
得
た
相
続
財
産
の
価
額
を
、

損
害
賠
償
と
し
て
請
求
し
た
。
請
求
は
認
内
介
さ
れ
た
。
〔
上
告
理
巾
は
、
無
効
の
理
由
は
不
適
格
証
人
の
関
与
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
上
有

告ι
民間

効
で
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
〕
。

一
九
一
二
年
二
一
月
一
七
日
判
決
|
|
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
二
丘
条
に
よ
れ
ば

S
の
相
続
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
よ
る
。
だ
か
ら
、
終
意
処

分
の
方
式
の
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
も
、
ま
た
、
悲
準
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
の
た
め
に
は
、
疑
も
な
く
、
ド
イ

ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
に
合
ま
れ
る
規
則
が
通
用
す
る
。
こ
の
第
二
文
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
の
方
式
に
と
っ
て
は
、
当
該
法
律

行
為
が
な
さ
れ
た
場
所
の
法
規
の
遵
守
で
起
り
る
。
従
っ
て
、
原
告
は
、

S
が
作
成
し
た
遺
言
が
ド
イ
ツ
法
に
従
っ
て
有
効
な
方
式
に
お
い
て
作
成

さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

S
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
に
従
え
ば
、
立
会
っ
た
証
人
が
証
人
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
第
二
二
三
五
条

に
よ
り
関
与
す
る
こ
と
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
有
効
な
方
式
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

控
訴
裁
判
所
は
、

ド
イ
ツ
民
法
が
定
め
る
方
式
の
適
用
が
遺
言
の
有
効
性
百
三
門
戸
漢
江
片
)

の
た
め
に
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
民
法

施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
を
根
拠
に
し
て
、
到
達
し
た
。
が
、
そ
の
さ
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
遡
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

法
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
本
遺
言
に
存
す
る
無
効
原
因
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
よ
っ
て
も
存
す
る
か
百
か
の
問
題
の
た
め
に
の
み
引
か
れ
た
。
こ

れ
は
正
し
く
な
い
。

連
邦
議
会
が
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
中
の
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
多
数
の
規
範
(
第
二
二
、

J¥ 

一
五
、

一
九
、
二

O
、
二
二
、
二
四
条
)

四

に
与
え
た
措
辞
(
明
白
回
目
口
口
問
)

は
、
ド
イ
ツ
法
に
対
し
て
境
界
を
画
す
る
こ
と
の
み
が
な
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
川
能
な
立
法
の
問
に
境
界
線
を
引
く

こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
従
前
の
諸
革
案
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
民
法
施
行
法
第
一
一
条
は
、
旧
措
辞
が
維
持
さ
れ
た
少
数
の
例

外
(
第
七
、

一
一
、
一
一
一
条
)
に
属
す
る
。
第
一
一
条
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
規
則
は
す
べ
て
の
法
分
野
に
お
い
て
通
用
す
る
。

し
か
し
、
以
下
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
。
法
律
行
為
の
方
式
の
た
め
に
基
準
で
あ
る
法
は
、
法
律
行
為
の
対
象
を
成
す
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法
律
関
係
が
そ
の

(
国
の
)
法
に
よ
り
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
の
国
際
(
私
)
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
。
法
律
関
係
の

た
め
に
基
準
で
あ
る
法
が

-c円
=
∞
「
市
阿
国
門
田
町

Z
E
則
を
知
ら
な
い
と
き
は
、
ド
イ
ツ
法
の
基
礎
に
存
す
る
原
則
に
従
え
ば
、
民
法
施
行
法
第
一
一
条
で

は
な
く
て
、
法
律
関
係
の
た
め
に
基
準
で
あ
る
法
が
決
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

そ
の
後
の
判
決
(
注
番
号

(
2

そ
の
後
の
判
決
と
し
て
以
下
の
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
月
(UN
∞∞

a
s
-
-
S
N・
5
ω
・
E
H
-
Hめ
ω-
二
∞

-NHAH-NHAW-印
戸

N印
、
吋

a

N
3
4
Jぞ
白
『
ロ
河
的
也
「

a
E
Nめ
Z
「

'
E
H
]者

N
m
r
ω
4日
(
Z
]
を

5
2
=
4
4
)
。
こ
れ
ら
に
あ
た
っ
て
み
る
。

a 

到
の
一
九
一
六
年
四
月
六
日
判
決
(
幻
の
∞
∞

(ζ

コ〕
E
H
)
0

事
実
1

1

原
告
は
ト
ル
コ
人
で
ア
ル
メ
ニ
ア
・
カ
ト
リ
y

ク
教
徒
。
彼
は
一
九

O
八
年
七
月
八
日
リ
オ
・
デ
-
ジ
ヤ
ネ
イ
ロ

ブ
ラ
日
ン
ル

自筆遺言の法性に関する議論については)

そ
の
地
の
身
分
官
の
前
で
(
ブ
ラ
ジ
ル
法
に
叶
っ
た
や
り
方
で
)
被
告
と
結
婚
し
た
。
被
告
は
当
時
無
国
籍
(
も
と
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
)
。
原
告
は

婚
姻
の
無
効
を
主
張
し
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
!
プ
ル
の
ア
ル
メ
ニ
ヤ
大
司
教
の
前
で
の
婚
鯛
の
み
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
家
レ
ベ

ル
で
も
、
ト
ル
コ
で
は
右
以
外
の
や
り
方
の
婚
姻
は
有
効
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
審
二
審
と
も
請
求
棄
却
。
上
告
棄
却
。

判
決
理
由
か
ら

1
1
1
①
当
該
婚
姻
は
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第

一
条
第
一
項
第
二
文
が
適
用
し
う
べ
き
と
き
は
、
有
効
で
あ
る
。
婚
姻
は
民
法

上
ひ
と
つ
の
法
律
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
②
右
第
一
一
条
は
婚
姻
法
第
二
二
条
に
よ
り
制
限
を
受
け
る
か
だ
け
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
右
第
二
二
条
第
一
項
は
一
般
的
に
〈
婚
姻
に
入
る
こ
と

V

E
お
巴
話
芸
己
口
問
己

2
2と
を
当
事
者
の
対
人
規
則
に
服
せ
し
め
る
。
同
項
は
、
婚

姻
締
結
者
の
一
方
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
被
告
は
無
国
籍
。
よ
っ
て
婚
捌
法
第
二
九
条
に
よ
り
同
第
二
二
条
が
適
用

で
き
る
。
④
〈
婚
姻
に
入
る
こ
と

V
と
い
う
表
現
は
、
お
よ
そ
、
婚
刷
締
結
の
方
式
を
で
は
な
く
、
実
体
法
的
要
件
の
み
を
概
念
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
学
説
の
見
解
に
組
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
の
こ
と
は
、
文
一
汗
と
ひ
ょ
う
そ
く
が
合
わ
ず
、
内
国
で
紡
ば
れ
た
叫
抑
制
の
方
式
の
た
め
の
特 で
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説

別
の
定
め
に
当
た
る
第
一
三
条
第
三
項
は
こ
れ
と
対
立
す
る
。
⑤
し
か
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
三
条
は
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一

項
第
二
文
と
関
係
し
な
い
。
婚
姻
締
結
地
の
法
の
遵
守
は
、
外
国
の
婚
姻
法
も
同
等
の
規
定
を
有
す
る
場
合
に
の
み
、

そ
れ
で
足
る
べ
し
と
い
う
こ

主チ'D、
民間

と
は
第
一
三
条
第
一
項
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
、
第
一
一
一
一
条
第
一
一
政
は
、
第
一
一
条
第
一
項
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
限
り
で
は
、
た
ん
に
、

あ
る
規
定

1
1
1
そ
れ
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
文
の
意
味
に
お
い
て
は
、
婚
姻
締
結
の
法
律
行
為
の
た
め
に
蒸
準
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
|

ー
を
指
示
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
⑥
つ
ま
り
、
第
二
二
条
は
第
一
一
条
を
、
婚
制
締
結
が
第
一
一
条
第
一
項
第
一
文
に
よ
り
有
効
で

あ
る
と
き
は
、
間
当
事
者
の
本
国
法
の
方
式
要
件
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑦
第
一

条
第

項
第
二
文
は
、
全
く
独
立
の
、
す
べ
て
の
法
律
行
為
に
通
用
す
る
規
定
で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
領
域
に
第
一
三
条
第
一
項
は

I
渉
し
な
い
。
こ
の
見

解
は
そ
の
確
一
誌
を
こ
の
規
定
の
立
法
史
の
中
に
見
る
。
〔
中
略
〕
。
⑧
搾
訴
裁
判
所
の
見
解
に
は
し
か
し
賛
成
で
き
な
い
。
⑨
婚
姻
締
結
の
方
式
に
は
、

婚
姻
締
結
者
が
発
表
す
る
意
思
表
示
の
外
耐
の
形
成
も
、
世
俗
上
の
係
官
も
し
く
は
県
職
者
(
お
よ
び
そ
の
他
の
補
助
者
)

の
全
き
関
与
な
ど
も
合

ま
れ
る

(
N
5
E
Eロ
-
E
Z『口白門
HOE-命
的
手

-Z片足円
Z
E
N
m
め
C
川

Y
2
H
参
照
)
。
方
式
が
宗
教
上
の
性
質
の
も
の
か
百
か
は
問
わ
な
い
。
こ
れ
が

正
し
い
見
解
で
あ
る
こ
と
は
、

ハ
1
グ
婚
姻
条
約
の
第
五
条
か
ら
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
右
第
五
条
第
一
項
が
、
方
式
に
つ
い
て
は
、

婚
姻
は
、
婚
姻
締
結
が
締
結
地
の
法
規
に
叶
っ
て
い
る
と
き
は
、
有
効
と
認
め
る
も
の
と
す
る
と
定
め
、
第
二
項
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
り
宗
教
上

の
婚
礼

3
E
E口
同
)
を
規
定
す
る
国
の
た
め
に
、
例
外
を
設
け
て
い
る
と
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
上
の
婚
礼
に
関
す
る
規
定
は
方
式
の
規
定

で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑩
本
件
当
事
者
の
婚
姻
は
、
民
法
施
行
法
第
一

一
条
第
一
項
第
二
文
に
よ
り
、
有
効
で
あ
る
。

〔
こ
の
判
決
は
、
婚
姻
に
お
け
る
宗
教
上
の
儀
式
が
、
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
と
い
う
規
則
の
方
式
に
該
当
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
遺
品
-m

に
お
け
る
自
筆
方
式
に
つ
い
て
誇
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
上
の
儀
式
の
法
性
に
つ
い
て
は
別
稿
で
分
析
す
る
予
定
で
あ
る
〕
。

b 

列
。
一
九
二
二
年
六
月
一
一
一
一
日
判
決
(
河
の
ロ
ω
〔
5
2〕
EH)。

事
実

|
l
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
住
ん
で
い
た
エ
ガ

l

宙
開
芝
市
(
ド
イ
ツ
)

で
、
そ
こ
の
ラ
ビ

(
ユ
ダ
ヤ
の
賢
人

の
前
で
婚
礼
を
行
な
っ

北法48(3・8)210



た

(
一
九
二
U
年
)
。
当
時
男
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
籍
を
も
っ
た
。
女
は
ド
イ
ツ
国
籍
か
ロ
シ
ア
国
籍
か
き
ま
ら
な
か
っ
た
。
女
は
、
ラ
イ
プ
チ

ヒ
に
住
む
そ
の
男
を
被
告
と
し
て
扶
養
の
請
求
の
訴
え
を
起
こ
し
た
。
被
告
は
、

エ
ガ

l
在
の
ラ
ピ
の
前
で
の
婚
矧
は
、
当
事
者
が
エ
ガ

l
に
居
住

す
る
こ
と
少
く
と
も
六
週
間
と
い
う
要
件
を
欠
き
、
当
初
か
ら
無
効
で
あ
る
と
争
っ
た
。
第
一
審
は
絡
姻
を
無
効
と
見
た
。
控
訴
審
は
婚
姻
を
有
効

と
見
た
。
被
告
の
上
告
は
棄
却
。

控
訴
審
は
、
婚
姻
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
定
め
る
方
式
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
無
効
訴
訟
の
危
険
が
あ
り
、
無
効
宣
告
判
決
あ
る
ま

で
は
、
存
続
す
る
と
し
た
。

上
告
理
由

i
|
〔
民
法
施
行
法
〕
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
の
来
一
本
則
は
、
婚
姻
締
結
の
域
に
は
、
婚
約
者
の
一
方
た
る
外
国
人
の
た
め
に
〔
婚

姻
法
〕
第
一
三
一
条
第
-
項
第
一
文
の
意
味
で
適
用
さ
れ
る
本
国
法
が
|
|
!
第
一
一
条
に
お
い
て
ド
イ
ツ
法
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
|
1
1
婚
姻
締

結
の
場
所
の
法

(
0
2
2
R
E
)
を
指
示
す
る
限
り
に
お
い
て
、
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

自筆遺言の法性に関する議論については)

判
決
理
由
か
ら

l
l
上
告
理
由
は
判
例
と
一
致
し
な
い
。
〔
こ
こ
で
、
見
。
一
九
一
六
年
四
月
六
日
判
決

B
C
N
e
E
∞∞∞・

3H)
そ
の
他
を
引

用
し
、
前
者
の
判
決
と
同
趣
旨
1
1
⑦
と
同
旨
。
第
一
一
一
一
条
第
一
項
が
干
渉
し
な
い
こ
と
に
、
従
っ
て
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
第
一
一
一
一
条
の
規

定
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
が
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
外
国
法
も

r渉
し
な
い
こ
と
を
迫
加
し
て
い
る
!
ー
の
こ
と
を
繰
り
返
し

て
い
る
〕
。

C 

問
。
一
九
三
二
年
一

O
月
二
六
日
判
決
(
見
。

Z
∞
〔
呂
ωω
〕
ど
と
。

事
実

l
l
ド
イ
ツ
生
れ
ド
イ
ツ
国
籍
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
肘
住
の

H
が
ド
イ
ツ
で
鉄
道
事
故
で
死
ん
だ
。
ド
イ
ツ
国
籍
の
安
が
損
存
賠
償
を
訴
求

し
た
。
被
告
鉄
道
会
社
は
原
告
が
被
害
者
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
た
o

す
な
わ
ち
、
そ
の
婚
刷
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
な
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン
・

ロ
ウ
婚
姻
で
あ
り
、
完
全
に
無
方
式
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
法
上
は
有
効
だ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
民
法
施
行
法
第
三
一

O
条
(
公
序
)
に
よ
り
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
主
張
し
た
。
第
一
審
、
作
訴
審
と
も
に
訴
え
却
下
。
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
婚
制
は
ド
イ
ツ
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ

北法48(3・9)211 



説

っ
た
。
上
告
は
容
れ
ら
れ
原
判
決
取
消
差
一
戻
。

判
決
理
由
か
ら
|
l
o
〔
婚
姻
締
結
の
方
式
に
も
第
一
一
条
が
適
用
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
〕
。
第
一
一
条
は
婚
制
締
結
の
方
式
に
つ
い
て
も
関
係

宮I

白岡

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(見。
N

ロ
ι
∞
∞
∞

ZH)0
〔
証
拠
と
な
る
べ
き
者
而
が
な
に
も
残
ら
な
い

無
方
式
の
婚
姻
は
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
か
に
つ
い
て
〕
。
当
然
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。
婚
制
挙
行
地
の
法
が
、
よ
り
緩
や
か
な
方
式
を
、

も
し
く
は
、
無
方
式
を
有
効
と
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
法
の
目
的

(
N
宅

2
r
)
に
相
反
す
る
か
を
考
え
る
、
べ
き
で
あ

る
〔
詳
細
は
略
す
る
〕
。

d 

明
白
一
九
三
八
年
四
月
七
日
判
決
(
問
。

5
叶〔

H
S∞
〕
自
叶
)

0

事
実
|
|
読
み
書
き
を
知
ら
な
い
ジ
プ
シ
ー
の
男
女

一
九
三

O
年
、
ド
イ
ツ
国
籍
で
あ
る
と
し
て
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
か
ら
追
放
さ
れ
、
国
外
追

放
者
収
容
所

S
に
収
容
さ
れ
、
そ
こ
で
、
何
年
一

O
月
二
日
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式
に
よ
り
婚
礼
を
挙
げ
た
。
も
っ
と
も
、

一
九
一
一
一
年

に
ソ
ピ
エ

1
ト
の

K
村
で
村
評
議
員
の
前
で
ソ
ビ
エ
ト
法
に
従
っ
て
結
婚
し
て
い
た
と
い
う
(
村
戸
籍
簿
に
第
四
四
三
号
と
し
て
登
録
)
。
女
は
一

九
三
五
年
か
ら
男
か
ら
離
れ
た
。
夫
は
妥
に
対
し
夫
婦
共
同
生
活
の
回
復
を
訴
求
し
た
。
被
告
安
は
離
婚
の
反
訴
を
提
起
し
た
。
被
告
は
、
第
一
次

的
に
は
、
婚
姻
は
存
在
せ
ず

(
K
村
で
の
登
録
は
存
在
し
な
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
儀
式
の
婚
礼
の
証
蕎
は
偽
造
で
あ
る
)

た
だ
の
事
実
上
の
同
棲
で
あ

っ
た
と
主
張
し
た
。
第
一
審
は
訴
え
も
反
訴
も
棄
却
。
ド
イ
ツ
法
に
従
っ
て
有
効
な
焔
捌
は
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
原
告
控
訴
。

被
告
付
帯
控
訴
。
両
控
訴
と
も
棄
却
、
原
告
上
告
。
原
判
決
取
消
差
一
民
。

判
決
理
由
か
ら

l
l
①
原
告
被
告
が
、
事
実
上
紙
姻
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
|
|
ロ
シ
ア
社
会
主
義
連
邦
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
の
、

一
九
二
七
年

一
月
一
日
か
ら
発
効
の

一
九
二
六
年
一
一
月
一
九
日
制
定
の
婚
畑
、
家
族
お
よ
び
後
け
ん
に
関
す
る
法
律
の
、
第
三
、

一
六
条
に
い

、

う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
事
実
婚
ー
ー
に
よ
っ
て
、
当
事
者
ら
の
問
に
笠
録
が
な
く
て
も
婚
制
が
有
効
に
(
三
「
宮
山
芝
生
じ
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
が

唯
一
問
題
で
あ
る
。
②
ド
イ
ツ
国
民
が
、
右
の
よ
う
に
し
て
、

ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
内
で
法
律
上
有
効
に
婚
姻
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
を
判
断
す
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る
た
め
の
出
発
点
は
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
の
方
式
に
と
っ
て
は
、
法

律
行
為
が
な
さ
れ
た
地
の
法
律
の
遵
守
で
足
り
る
。
③
こ
の
規
定
が
婚
姻
締
結
の
た
め
に
も
通
用
す
る
こ
と
は
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る

(問。

N-
∞件∞∞∞

ζ
y
∞巳同
ω
∞∞

NH
。)0
④

E
H
U
∞
m
N
E
の
削
決
は
、
そ
の
上
に
、
婚
姻
締
結
の
た
め
に
よ
り
緩
や
か
な
方
式
の
遵
守
を

も
し
く
は
無
方
式
の
有
効
性
を
予
定
す
る
外
国
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
婚
姻
締
結
の
方
式
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
立
法
の
目
的
に
相
反
す
る
と
し
て
、

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
三

O
条
に
よ
り
括
百
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
⑤
右
判
決
は
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
婚
姻
に
つ
い
て
で
あ

っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
婚
姻
は
ド
イ
ツ
国
に
お
い
て
も
法
的
に
有
効
な
婚
剃
締
結
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
間
わ
れ
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
た
。

@
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
婚
姻
と
事
実
的
ソ
ビ
エ
ト
婚
と
は
、
婚
姻
へ
の
入
り
か
た
に
関
し
て
は
、

一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
人
の
異
性

の
長
期
に
わ
た
り
継
続
し
た
単
な
る
共
同
生
活
が
、
法
規
に
適
合
し
て
入
っ
た
婚
姻
と
同
じ
効
果
(
を
弓

rEmg)
を
、
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
に
よ
っ
て
も
、

も
っ
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
限
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ウ
婚
姻
と
」
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
〔
以
下
略
〕
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

E 

列
。
一
九
二
五
年
一

O
月
一
日
判
決

C
ぎ

EMmデ
ミ
印
)
。

事
実

l
i
原
告
と
被
告
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ベ
ル
ゲ
ン
で
一
九
二

O
年
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
法
の
方
式
を
守
っ
て
結
婚
し
た
。
被
告
は
ギ
リ
シ
ャ
人
で

ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
に
属
し
て
い
た
。
原
告
女
は
婚
制
締
結
時
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
で
あ
っ
た
。
胤
告
は
離
婚
を
訴
求
し
た
。
被
告
は
ハ
ム
ブ
ル
グ
地

方
裁
判
所
に
は
管
轄
権
が
な
い
と
抗
弁
し
た
。
訴
え
提
起
の
時
ハ
ム
ブ
ル
グ
に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
訴
え
は
管
轄
権
な
し
と
し

て
却
下
さ
れ
た
。
控
訴
審
で
、
原
告
は
予
備
的
に
、
給
制
を
取
り
消
し
て

(白ロ『巾円宮市口)、

Mm刷
を
解
消
す
る
こ
と

(
2
2
2
2
)
を
申
し
立
て
た
。

控
訴
審
は
、
管
轄
権
の
抗
弁
を
斥
け
、
事
件
を
原
審
に
蒸
し
反
し
た
。
被
告
が
上
告
。
持
訴
棄
却
を
求
め
た
。
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判
決
理
由
か
ら
〔
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
の
婚
姻
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
有
効
と
み
ら
れ
る
か
百
か
の
点
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
〕

1

1
①
民
法
施
行
法
第

一
条
第
一
項
第
二
文

(
-
2
5
5空
白
n
Z
E
)

が
適
用
で
き
る
な
ら
ば
、
本
件
婚
桐
は
ド
イ
ツ
法
に
従
っ
て
有
効
で
あ
る
。
②
婚
制
の
有
効
性
は
、

ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、

一
九

O
二
年
六
月
二
一
日
の
ハ

l
グ
婚
捌
条
約
の
第
五
条
か
ら
結
来
す
る
、
と
い
う
前
寄
の
見
解
は
当
た
ら
な
い
。
と
い
う



説

の
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
ギ
リ
シ
ャ
も
こ
の
条
約
に
加
入
し
て
い
な
い
か
ら
。
③
一
九
一
六
年
四
月
六
日
判
決
(
却
の
∞
m
w
a
E
H
)

が
、
す
で
に
述
べ
て

い
る
。
民
法
施
行
法
第

一
条
第
一
項
第
二
文
は
、
外
国
人
と
ド
イ
ツ
人
の
問
に
結
ば
れ
た
婚
制
に
、
外
団
法
が
一
目
同
一
0
2
4ぜ

7m認
し
な
い
と
き
で
も
、

論

適
用
を
見
る
の
で
あ
る
、
と
。
@
本
件
の
よ
う
に
二
人
と
も
外
国
人
で
あ
る
場
合
で
も
法
律
状
態
は
原
則
と
し
て
変
ら
な
い
。
〔
以
下
略
〕
。

以
上
、
引
用
さ
れ
た
判
例
に
あ
た
っ
て
み
た
。

い
ず
れ
も
婚
姻
の
方
式
が
問
題
と
な
っ
た
ケ

l
ス
で
あ
る
。
遺
一
一
自
の
方
式
が
問
題
と
さ
れ

た
ケ

1
ス
で
は
な
い
。
婚
姻
の
方
式
に
関
す
る
ケ

l
ス
の
判
例
が
遺
言
門
の
方
式
に
関
す
る
ケ

l
ス
の
判
決
を
「
く
つ
が
え
し
た
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
丈
の
規
範
の
抽
象
的
な
解
釈
の
次
元
に
お
け
る
で
き
ご
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
遺

言
ケ

1
ス
と
婚
姻
ケ
ー
ス
の
面
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
意
思
の
外
的
表
現
の
方
式
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る

国
の
方
式
に
叶
っ
た
も
の
を
有
効
と
認
め
る
か
と
い
う
ふ
う
に
問
題
設
定
を
す
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
「
く
つ
が
え
し
」
が

論
理
を
と
も
な
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
以
上
の
判
例
は
、
自
筆
遺
言
に
つ
い
て
は
法
廷
地
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
な
さ
れ
た
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、

婚
姻
は
法
廷
地
で
あ
る
ド
イ
ツ
以
外
の
国
で
な
さ
れ
た
ケ

1
ス
で
あ
る
。

4 

切
の
国
一
九
五
八
年
二
一
月
一
九
日
(
三
者

5
3・
コ
叶
)
(
注
密
口
す

(
3
)
)

事
実
|
|
ド
イ
ツ
人
男
(
原
告
)

と
イ
タ
リ
ア
人
女
(
被
告
)
が
一
九
四
七
年
六
月
九
日
に
イ
タ
リ
ア
で
結
婚
し
た
。
そ
の
や
り
か
た
は
こ
う

で
あ
る
。
女
は
イ
タ
リ
ア
の

F
市
の
身
分
係
官
の
前
に
自
身
出
頭
し
た
。
男
は
、

一
九
四
六
年
二
一
月
一

O
日
付
ド
イ
ツ
H
市
で
作
成
さ
れ
た
公
正

証
書
に
よ
り
、
女
の
親
族
に
代
理
権
を
与
え
、
こ
の
親
族
が
女
と
と
も
に
出
頭
し
た
。
そ
し
て
、
イ
タ
リ
ア
法
の
定
め
る
婚
姻
締
結
に
必
要
な
表
明

を
行
な
っ
た
。
身
分
係
官
は
、
こ
の
表
明
を
書
耐
に
し
て
、
法
律
の
名
に
お
い
て
、
当
事
者
は
夫
婦
と
し
て
紡
ば
れ
た
と
宣
言
し
た
。

一
九
四
八
年

一
二
月
二
八
日
、
二
人
は
、
イ
タ
リ
ア
の

R
市
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
前
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式
に
よ
り
婚
姻
を
結
ん
だ
。
こ
の
教
会
婚
礼
は
イ

タ
リ
ア
の
身
分
登
録
簿
に
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
。

一
九
四
九
年
四
月
、
二
人
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
移
っ
た
。
男
は
一
九
五
周
年
六
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月
に
ド
イ
ツ
に
戻
っ
た
。
女
は
一
九
五
五
年
四
月
に
男
の
後
を
追
っ
た
。
が
そ
れ
以
来
二
人
は

A
市
で
別
居
。
子
は
い
な
い
。
男
は
、

一
九
四
七
年

六
月
九
日
の
イ
タ
リ
ア
で
の
婚
姻
の
不
存
在
の
確
認
を
訴
求
し
た
。

判
決
理
由
か
ら
!
|
|
①
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
は
婚
姻
締
結
の
た
め
に
も
通
用
す
る
。
同
条
展
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
は
、
そ

の
行
為
の
場
所
に
お
い
て
通
用
す
る
方
式
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
場
合
に
、
方
式
上
有
効
(
『
C

「
百
四
=
E
m
)

で
あ
る
。
婚
約
者
の
本
国
法
が
婚
礼
の
た

め
に
規
定
す
る
方
式
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
き
で
も
、
行
為
地
の
方
式
の
遵
守
で
足
り
る
(
見
。
N
∞
∞
e
H
E
-
-
ω
∞
・
出
品
a
N
H⑦
一

回

目

メ

N印
叶

-
N
S
)
。

②
イ
タ
リ
ア
民
法
第

一
条
の
規
定
は
、
外
国
に
在
る
婚
約
者
の
代
理
人
に
よ
り
婚
姻
に
入
る
こ
と
を
、
重
大
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
、
許
す
。

こ
れ
は
、
婚
姻
の
実
体
に
か
か
る
要
件
(
民
法
施
行
法
第
一
三
一
条
第
一
項
)
に
数
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
旧
民
法
施
行
法
第
一

一
条
第
一
項
に
い
う
方

式
規
定
(
司
C

「
邑
〈
c
g
n
E
ユ
コ
)
に
数
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
@
外
国
法
の
規
定
を
方
式
の
規
定
と
と
ら
え
る
か
、
事
物
の
法
の
P
R
E
E
Z
め
円
E
E
n
宮
内
)

規
定
と
と
ら
え
る
か
の
問
題
を
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
原
則
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
裁
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る

(
通
説
で
あ
る
。
河
の
N
Z
∞
-

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

ω
品
ω
-
N
K
H
?
閉
山
m
g
H
U
巾
】
ロ
ω
g
巨
門
出
口
問
巾
司
団
関
。
ョ
ョ
-
N
∞
の
∞
e
H
∞
ω
]
F
a
∞
門
}
・
〈
-
a
N
寸
巾
一
一
戸
戸
、
?
ι

巾H
・M-
問
問
》
閉
山
・
品
〉
己
{
一
-
∞
-
H
C
ω
-
H
O印
'
Z出
P
U
M
W
E
B
-
O
円
-
司
閉
山
-

5
ω
M
-
∞
品
m
w
-
F
Z
E
円
I
E
5
2
5
円
F
H
寸
〉
=
日
f
〈
。
「
Z
E
e
ψ
N
己
〉
2
4
開
。
切
の
∞
)
。
〔
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
と
は
?
〕
外
国
法
の
規
定
が
ド
イ
ツ
法

そ
の
抽
即
日
と
目
的
を
把
握
し
そ
の
意
味
を
外
国
法
の
立
場
か
ら
評
価
し
、

に
な
い
法
体
形
(
河
内
円

FZ-開=『)
を
含
む
と
き
は
、

そ
し
て
、

そ
れ
を
ド

イ
ツ
の
法
秩
序
の
諸
制
度
と
調
和
さ
せ
る
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
の
任
務
で
あ
る
〔
文
献
略
〕
0

〔
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一

一
条
の
検
討
部
分
を

略
す
〕
婚
姻
締
結
に
関
す
る
イ
タ
リ
ア
の
規
定
の
以
上
の
よ
う
な
構
成
が
、
こ
の
規
定
が
婚
姻
締
結
の
方
式
(
方
式
な
ら
第
一

一
条
第
一
項
)
を
統

御
す
る
も
の
か
実
体
の
要
件
吉
田
宮
江
市
一
-
巾
〈
D

「
白
己
的
∞
2
N
E間
)

(
尖
体
な
ら
第
一
三
条
第
一
項
)

を
統
御
す
る
も
の
か
の
問
題
を
決
す
る
素
材

北法48(3・13)215 

で
あ
る
。
@
民
法
施
行
法
第
一

一
条
第
一
項
に
い
う
婚
鯛
締
結
の
方
式
と
は
、
婚
制
を
意
同
心
す
る
者
が
発
表
す
べ
き
意
思
表
示

(〉コ明白門NHVロロ片門)

の
外
形
に
と
ど
ま
ら
ず
、
係
官
ま
た
は
聖
職
者
も
し
く
は
な
ん
ら
か
の
補
助
者
の
関
与
を
も
合
む
も
の
で
あ
る

(
児
の
N
∞
∞
e
E
Y
E
ω
)
。
婚
姻
す

る
者
双
方
が
同
時
に
臨
席
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
イ
タ
リ
ア
法
に
お
い
て
も
、
外
形
に
属
す
る
o

〔
そ
れ
は
、
婚
姻
当
事
者
の
同



五見

一
性
、
そ
の
婚
姻
意
思
の
確
実
さ
、
近
親
婚
、
重
一
婚
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
を
確
知
す
る
た
め
の
こ
と
で
あ
る
〕
。
だ
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第

一
条
の
例
外
は
、
同
時
臨
席
と
い
う
外
形
の
例
外
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
方
式
の
規
定
で
あ
る
〔
文
献
は
略
す
〕
。

号'h.a聞

③
F
市
で
の
イ
タ
リ
ア
法
に
よ
り
許
さ
れ
た
方
式
で
の
当
事
者
の
婚
礼
で
も
っ
て
、

F
市
が
排
他
的
に
婚
姻
締
結
地
と
見
ら
れ
る
と
き
は
、
民
法

施
行
法
第
一

一
条
第
一
項
第
二
文
に
よ
り
当
事
者
間
に
有
効
な
婚
姻
が
紡
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
刈
し
、
婚
姻
締
結
地
が

H
市
で
も
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
と
き
は
、
イ
タ
リ
ア
の
国
家
機
関
の
前
で
の
代
理
人
に
よ
る
婚
制
は
、
ド
イ
ツ
訟
に
従
え
ば
不
存
在
と
な
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
ド
イ
ツ

の
身
分
係
官
の
関
与
の
下
で
の
み
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
代
理
人
に
よ
る
婚
畑
締
結
を
前
す
規
定
の
趣
旨
お
よ
び
意
味
内
符
は

イ
タ
リ
ア
法
の
立
場
か
ら
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
範

1

l
本
件
で
は
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
に
い
う
行
為

地
の
概
念
|
|
と
つ
き
あ
わ
せ
て
測
る

(
宮
市
印
印
巾
口
)

べ
き
で
あ
る
。
〔
イ
タ
リ
ア
法
の
立
場
か
ら
の
把
握
は
と
う
い
う
も
の
か
〕
・
:
:
・
イ
タ
リ
ア
民

法
第
一
一
一
条
に
い
う
代
理
人
は
、
婚
礼
儀
式
に
お
け
る
欠
席
婚
約
者
の
一
身
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
ん
な
る
意
思
表
示
の
伝
達
を
す
る
も

の
で
は
な
い
O
i
-
-
-
原
告
は
、

H
市
で
は
、
婚
姻
締
結
へ
の
同
意
を
表
明
し
使
者
に
そ
の
伝
達
を
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
代
理
を
立
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
代
理
人
が
原
告
の
代
わ
り
に
、

F
市
で
身
分
係
官
の
前
に
出
頭
し
、
そ
こ
で
、
原
告
の
た
め
に
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一

O
六
条
お

よ
ぴ
第
一

O
七
条
の
方
式
規
定
を
遵
守
し
て
、
婚
姻
締
結
に
導
く
表
明
を
相
手
方
に
向
つ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
前
提
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。
・
:

当
事
者
の
婚
姻
は
、
婚
礼
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
の
み
結
ば
れ
た
の
で
あ
り
、

F
市
が
唯
一
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
に
い
う
行

為
地
で
あ
る
〔
文
献
絡
す
〕
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
当
事
者
の
婚
姻
の
方
式
有
効
性
は
イ
タ
リ
ア
法
に
よ
り
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
〔
以
下
略
〕
。

④
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
方
式
上
正
し
く
結
ば
れ
た
本
件
婚
姻
に
民
法
施
行
法
第
三

O
条
は
対
抗
し
な
い
。
〔
以
下
略
〕
。

5 

現
在
の
判
例
学
説
(
注
喬
号

(
4

注
の
文
言

1
1
1
0
F
C
0
5回
目

E
。
「
戸
宕
君
。
ω岨
N
N
N
寸
一
。
F
C
Z
E
H
E
「
m
E
C円。

ω
戸
N

S

一
次
の

5
弔
日
山
田
宮

ζ
ω
P
Z
「
コ
・

ωC巾「問巾-

∞同巾
σ巾
『
円
。
}
ハ
巾
岡
市
?
∞
の
戸
市
山
・
〉
Z
2
・同
W
C
切
の
∞
〉
『
寸

H

H

〉
ロ
ヨ
-
]
戸
ω
-
〉
『
門

N
K
H

〈。「
σ巾門出

ω

∞
コ
・
一
切
「
Bmw
ロ
〉
『
ロ
門
戸
∞
の
∞
e

ω

・
〉
ロ
2

・
〉
「
門
e

H

H
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開
。
∞
の
∞
〉
ロ
B
・

H
r
F
-
R四
2
・』
N
ω
m
p
同
ω
。
一
』
白
己
的
巾
口
一
口
冨
民
窓
口
ロ
ロ
岡
市
口
己
巾
『
河
町
内
】
口
広
門
町
内
ロ

Z
2
R
r
2
5
2
。
ω
・
ω
N
H
(三
者
同
匂
⑦
斗

-
H
H
4
4
よ

り
)
。
以
上
の
う
ち
、
判
例
の
み
を
紹
介
す
る
。

a 

。
「
の
デ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
一
九
六
三
一
年
一
一
月
六
日
決
定
(
五
ぎ
同
申
告
岨
N
N
N
4
)

事
実

l
l
オ
ラ
ン
ダ
人
夫
婦
、

一
九
四
三
年
ま
で
ド
イ
ツ
に
居
住
、

一
九
五
二
年
か
ら
再
び
ド
イ
ツ
に
居
住
。
妻

つ
い
で
オ
ラ
ン
ダ
に
居
住
、

は
一
九
五
四
年
八
月

一
日
死
亡
。
夫
は
一
九
五
七
年
七
月
一
五
日
死
亡
。
子
は
五
人
。

一
九
四
二
年
六
月
六
日
、
夫
婦
は
ド
イ
ツ
で
公
証
人

K
の
前
で
相
続
契
約
。
内
容
は
、
互
に
相
手
方
を
唯
一
の
相
続
人
と
す
る
こ
と
、
よ
り
長
く

生
き
た
者
の
相
続
人
は
子
な
い
し
そ
の
子
孫
と
す
る
こ
と
。

一
九
四
九
年
四
月
三

O
目
、
夫
婦
は
ド
イ
ツ
で
公
証
人

H
の
前
で
共
同
遺
言
を
し
、
以
前
の
死
因
処
分
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
表
明

し
た
。
遺
言
の
内
容
は
、
新
た
に
お
互
い
を
唯
一
の
相
続
人
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
日
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
に
も
定
め
な
い
と
つ
け
加
え
た
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

妻
の
死
後
夫
C
は
そ
の
唯
一
の
相
続
人
と
し
て
相
続
証
書
を
得
た
。
利
害
関
係
人
J

(
子
の
一
人
)
が
法
定
推
定
相
続
権
を
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り

主
張
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
右
の
相
続
証
書
は
回
収
さ
れ
た
。
夫
は
抗
告
(
∞

g
与
君
m
E
m
)

を
し
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
理
由

は
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
七
七
条
の
共
同
遺
言
の
禁
止
お
よ
び
子
の
法
定
推
定
相
続
権
で
あ
っ
た
。

一
九
五
七
年
三
月
一
一
二
日
、

C
は、

ド
イ
ツ
で
、
私
文
書
遺
言
を
作
成
し
た
。
内
存
は
、
娘
の

H
を
唯
一
の
相
続
人
と
定
め
る
、
で
あ
っ
た
。

九
五
七
年
八
月
二
九
日
、

J
は
遺
産
裁
判
所

(
Z
R
E島
問
巾
『
】
門
町
門
)
に
陳
述
を
し
た
。
当
該
遺
言
は
形
式
的
に
か
つ
実
体
的
に
無
効
で
あ
る
と
。

九
六

O
年
九
月
八
日
、
遺
産
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
な
部
分
相
続
証
書
を
交
付
し
た
。
内
国
在
の
財
産
に
つ
き
、

H
は
少
な
く
と
も
五
分
の
こ
を

北法48(3・15)217 

法
定
相
続
し
た
、
娘
E
は
二

O
分
の
三
を
相
続
し
た
、
と
。

j
は
五
分
の
一
を
申
し
立
て
た
が
遺
産
裁
判
所
は
こ
れ
を
棄
却
し
た
。

j
は
抗
告
を
申

し
立
て
た
。

一
九
五
七
年
三
月
一
一
二
日
の
遺
言
の
方
式
無
効
と
良
俗
違
反

l
l
不
当
、
強
制
、
詐
術
ー
ー
に
よ
る
無
効
そ
の
他
を
主
張
し
た
。
地

方
裁
判
所
は
抗
告
を
棄
却
し
た
。
J
は
再
抗
告
。
再
抗
告
棄
却
。



説

決
定
理
由
か
ら
〔
自
筆
の
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
も
の
に
絞
る
〕

l
l
①
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
二
四
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
五
条
第
一
項
か
ら
、

原
則
と
し
て
、
人
は
死
亡
の
時
に
属
し
て
い
た
国
の
法
律
に
よ
り
相
続
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

〔
文
献
の
列
挙
は
省
略
〕
。
本
件
で
は
被
相

北法48(3・16)218

~ 

長岡

続
人
は
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
相
続
は
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
る
。
オ
ラ
シ
ダ
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
へ
の
反
致
を
オ
ラ
ン
ダ
法
は
定
め
て
い
な
い
。

②
オ
ラ
ン
ダ
人
の
外
国
に
在
る
財
aM
沖
"
に
つ
い
て
も
、
右
の
こ
と
が
通
用
す
る
。
不
動
産
の
相
続
は
土
地
所
在
地
の
法
に
よ
る
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
最
高

裁
判
所
の
見
解
は
オ
ラ
ン
ダ
の
法
務
実
務
に
お
い
て
貫
か
れ
て
こ
な
か
っ
た

〔
文
献
略
〕
。
〔
中
略
〕
。
③
一
九
五
七
年
三
月
一
一
一
一
日
の
遺
言
は
、

イ
ツ
民
法
第
二
二
一
一
二
条
第
二
号
、
第
二
二
四
七
条
に
適
合
し
た
私
文
書
方
式
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
効
で
は
な
い
。
④
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
学
説

は
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
規
定
に
反
す
る
遺
言
を
無
効
(
ロ

-52由
)
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
遺
-
一
目
の
有
効
性

Ez--間
宮
芹
)

は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
自
身
に
お
い
て
は
、

そ
の
地
の
法
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、

ド
イ
ツ
民
法
第
二
三
六
九
条
に
よ
っ
て
、
内
国
の
財
産
に
限
定
し
た
相
続
証
書
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
き
裁
判
を
す
べ
き
ド
イ
ツ
の
遺
産
裁
判
所
に

と
っ
て
は
、
基
準
で
あ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
①
そ
う
で
あ
る
限
り
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
祇
触
規
範
を
適
用
す
べ
き
で

あ
る
(
切
の
国
N
N
m
y
Z
叶
H

E
当
日
少
コ
叶
を
参
照
)
。
⑥
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
お
い
て
は
、
純
然
た
る
方
式
規
定
を
め
ぐ
っ
て
議
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
原
則

と
し
て
被
相
続
人
を
相
続
す
る
こ
と
の
た
め
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
が
通
用
す
る
。
⑦
右
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
に
よ
れ
ば
、
法
律
行
為
の
方
式
の

た
め
に
は
、
当
該
法
律
行
為
が
な
さ
れ
た
場
所
の
法
規
の
遵
守
で
足
り
る
。
⑧
こ
の
こ
と
は
、
し
か
も
、
効
力
規
定
(
吉
宗
口
口
問
団
凹

E
z
e
-
-本

件
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
ー
ー
ー
が
行
為
地
方
式
(
。
『

E
2
E
)
を
通
用
さ
せ
な
い
場
合
で
、
こ
の
効
力
規
定
へ
の
反
致
を
欠
く
場
合
に
、
当
て
は
ま
る

〔
文
献
略
〕
。
⑨
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
に
適
合
し
て
、
ド
イ
ツ
法
の
行
為
地
方
式
で
自
筆

で
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
支
配
的
な
見
解
に
吋
う
も
の
で
あ
る

(
C
「
C
Z
E号
E
G
'
O
「
の
肘

ω印
-
N
m
x
y
E
U
-
-
司
河
日
望
号
ω
k
H
Z
『・

コ
〔
ほ
か
は
略
す
る
〕
)
。
見
。
]
者

5
・
ωωω

に
対
し
て
は
、
そ
の
後
の
裁
判
(
刃
の
N
∞∞・

3
H
E
E
Z
ω
・
5
ω
)
に
お
い
て
、
月
の
は
、
ド
イ
ツ
民



法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
は
全
く
独
立
の
す
べ
て
の
法
律
行
為
に
通
用
す
る
規
別
で
あ
る
こ
と
を
、
見
の
が
承
認
す
る
法
宣
言

(
河
内
n
Z
呂
志
円
E
E
間
)
と
し
て
、
顕
著
に
し
た
の
で
あ
る
。
〔
以
下
略
〕
。

b 

。FC
ハ
ム
ブ
ル
グ
一
九
一
七
年
五
月
二
日
判
決
(
河
町
内
宮
∞
右
足
円
宮
口
問
巳

q
o
gユ
自
己
g
C
巾
コ
円
F
Z
-
∞
品
。
ω
印
・

5
コ
)
。

作
成
地
(
開
『
コ
ユ
g
括
的
。
ユ
)
の
方
式
は
、
八
第
一
文
(
す
な
わ
ち
法
律
行
為
の
た
め
に
)
に
よ
れ
ば
基
準
と
な
る
法
に
反
対
で
あ
る
の
で
な
い
限

り
に
お
い
て

V
の
み
、
十
分
で
あ
る
も
の
と
す
る
と
い
う
、
委
員
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
提
案
は
、
法
律
に
な
ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
第
一
一
文

の
発
生
史
は
、
原
告
に
有
利
に
で
は
な
く
、
原
告
の
不
利
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
o
Z
2
2
a
a
芹
R
E
日
別
が
一
般
的
に
指
示
す
る
こ
と
を
こ
の
よ

う
な
し
か
た
で
制
限
し
よ
う
と
し
た
努
力
が
討
議
に
お
い
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
紡
呆
を
は
ず
に
終
り
、
法
律
の
文
一
↓
H

は
、
抵
触
規
範
の
絶
対
的

な
性
質
を
疑
い
を
容
れ
る
余
地
な
く
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
訴
え
は
、
だ
か
ら
、
被
相
続
人
が
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
相
続
の
た

め
に
基
準
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
法
が
外
国
で
作
成
さ
れ
た
自
筆
の
造
一
一
AH
の
有
効
性
を
-
ぷ
認
し
な
い
の
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
理
由
が
な
い
。
玄
・
玄
(
冨
e

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

ζ
・
と
い
う
人
が
こ
の
判
決
の
要
旨
を
以
上
の
よ
う
に
記
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
〕
。

6 

問

E
H
u
m
(
注
番
号
(

5

)

)

注
の
文
言
1

1

【
ロ
Z
E
r
o
s
-
2
2
5
門
「
巾
門
町
ケ
印

〉
巴
『
?
ω
N
ω
-
5
ω
g
=
門
ピ
ロ
岡
町
「
・
切
の
∞
唱
。
〉
己
2

・H
山
の
〉
「
け
]
{
]
{
〉
ロ
ヨ
・
切
【
門
戸
〉
三

N
品
〉
口
同
国
・
回
目
〈
N
円
(
Z
』
ぜ
そ
同
芝
山
U

Y

H

H

寸
寸
よ
り
)
O

河
白
血
宮
の
前
掲
二
三
一
頁
の
叙
述
は
、
(
リ
・
0
5
旬
。

5
5
∞
山
内
町
内
ロ
J
F
『
Z
E
P
-
-
よ
口
三
-
2
4
5
a
F
σ
『
町
内
F
E
円
二
)
巾
『
の
「
ロ
ロ
色
白
血
門
N

と
い
う

表
題
の
下
で
の
叙
述
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
を
辿
っ
て
み
る
。
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物
権
的
(
印
R
F
m
ロ
『
R
Z
Z
F
m
)
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
不
動
産
に
関
す
る
か
動
産
に
悶
す
る
か
に
は
、
一
C

門
戸
山
吋
巾
間
芹
田
口
Z
自
は
適
用
を
見
る

べ
き
で
は
な
い
(
民
法
施
行
法
第

一
条
第
二
項
〔
旧
〕
)
。
他
方
に
お
い
て
、
一
C

円
=
∞
「
町
四
=
R
E
吉
川
は
、
(
外
国
の
こ
2
5
2
E
m
が
0
2
凶
『
2
Z
(
場

所
の
法
)
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
そ
の
限
度
で
、
物
権
的
行
為
に
お
い
て
も
適
用
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。



説

人
法
上
の

(官巾

3
0口市ロ『巾円
F
t岳
町
)
、
家
族
法
上
の
、
相
続
法
上
の
行
為
に
お
い
て
も
、
一
c
n
Z
凶
『
品
目
門

R
Z
E
則
は
、
芯
凶
円
白
ロ
目
白
巾
の
基
準
に
、
す

な
わ
ち
た
い
て
い
は
本
国
法
の
基
準
に
従
つ
て
の
み
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
国
訟
は
、

c
m
U
5訪
日
円
山
門
巴
門
(
属
地
法
規
)

と
同
等
の
尊

言命

重
を
要
求
す
る
o

〔
中
略
〕
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
て
条
に
違
反
し
て
作
成
し
た
広
文
書
道
一
一
け
を
有
効
と
み
な
す
こ
と
に
い
か
に
し

て
至
る
の
か
o
O
F
C
E
白
目
宮
『
岡
田
己

ω
印∞

Nmw
白
及
、
ひ
問
。

Z
N
Z
ω
品
目
司
周
回
℃
「
早

ωhHω
・

5
め
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
す
る
の
か
っ
。
こ
の

事
案
は
わ
れ
わ
れ
に
ど
う
関
係
す
る
の
か
?
。
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
地
方
式

(
O江
田
町
ミ
ヨ
)

の
不
辺
守
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
も
の
で
な
い
。
そ

う
で
な
く
て
、
自
国
民
を
外
国
の
遺
言
方
式
の
掌
中
に
無
条
件
に
引
き
波
す
こ
と
を
た
め
ら
う
オ
ラ
ン
ダ
国
が
そ
の
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
合
衆

国
の
大
部
分
の
州
の
制
定
法
は
こ
の
よ
う
な
留
保
を
示
し
て
い
る
。
ご
の
よ
う
な
路
踏
を
脇
に
除
け
る
権
利
を
い
っ
た
い
な
に
が
与
え
る
の
か
?
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
人
が
損
害
を
こ
う
む
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
第
三
一

O
条
が
あ
る
。
遺
一
寸
前
者
が
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
オ
ラ
ン
ダ

国
に
お
辞
儀
を
す
る
な
ら
ば
、
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
こ
と
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
固
に
身
を
出
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
外
国
の
領
域
内
で
、
あ

り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
た
だ
の
通
過
旅
行
中
に
ド
イ
ツ
人
が
作
成
し
た
遺
一
パ
を
そ
の
国
の
方
式
規
定
す
な
わ
ち

Z
H
Z
己
売

E
印
に
よ
っ
て
判

断
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
外
国
で
起
っ
た
な
ら
ば

1

1

そ
う
い
う
国
が
あ
る
の
で
あ
る
が

1

1

そ
れ
は
ひ
ど
く
珍
奇
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
遺

言
を
た
ん
に
そ
れ
が
ド
イ
ツ
で
作
成
さ
れ
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
方
式
規
定
に
叶
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
そ
の
遺
言
を
方
式
有
効
(
『
C
『百四

E
E間
)

と
扱
う
こ
と
は
、
!
|
オ
ラ
ン
ダ
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
彬
限
あ
る
国
と
し
て
氷
認
す
る
国
家
が
、
そ
の
国
民
に
、
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
私
文

舎
に
よ
り
遺
言
す
べ
か
ら
ず
と
厳
命
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
す
る
こ
と
は

l
l
オ
ラ
ン
ダ
に
ひ
ど
く
異
常
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
以
上
、
二
二
九

l
一一一一一一一賞。

方
式
は
原
則
と
し
て
第
一

一
条
第
一
項
第
一
文
に
よ
り
相
続
規
定
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
い
は
本
国
法
に
従
っ
て
あ
る
い
は
住
所
地
法
に

従
っ
て
、
判
断
さ
れ
る
(
四
二
三
頁
)
。
い
わ
ゆ
る
行
為
地
方
式

(
0
2氏
。
『
戸
第
一

一
条
第
一
項
第
二
文
)
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
外
国
で

遺
一
言
を
す
る
ド
イ
ツ
人
は
、
本
国
法
の
方
式
と
行
為
地
方
式
の
と
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
相
続
規
定
が
そ
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の
こ
と
を
許
す
限
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
相
続
規
定
の
意
凶
に
反
し
て
行
為
地
方
式
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
、
取
引
の
必
要
か
ら
要
請
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、

い
か
な
る
者
に
遺
産
が
至
る
か
を
被
相
続
人
の
本
国
法
が
定
め
る
も
の
と
す
る
と
す
る
第
二
四
条
の
基
本
思
想
に
不
必
要
な
抵
触
を
創

り
出
す
に
過
ぎ
な
い

(
以
上
、
四
二
四
百
円
か
ら
)
。
あ
る
規
定
の
性
格
が
疑
わ
し
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
あ
る
規
定
は
遺
百
能
力
に
関
す
る
も

の
か
は
た
ま
た
方
式
に
関
す
る
も
の
か
?
。
人
は
ド
イ
ツ
民
法
第
二
二
四
七
条
第
四
項
を
思
う
。
法
性
決
定
と
い
う
化
物
が
浮
ん
で
く
る
。
私
見
に

よ
れ
ば
こ
と
は
単
純
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
規
定
が
一
般
的
に
行
為
地
法
、

}
m
H
-
0
2
R
Z
∞
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
欲
す
る
、
そ
の
顧
慮
が
右
の

疑
わ
し
い
ケ

l
ス
に
も
な
さ
れ
る
か
否
か
は
、
相
続
規
定
が
決
す
る
。
行
為
地
法
へ
の
連
結
、
私
見
の
立
場
か
ら
は
反
致
ま
た
は
再
反
致
、
を
、
こ

の
点
ま
た
は
あ
の
点
で
制
限
す
る
こ
と
は
、
相
続
規
定
の
随
意
に
作
す
る
(
以
上
、
四
二
五
民
)
。

7 

注
番
号

(
6
)

注
の
文
言

l
l河
(
U
N
Z∞
-
N
b・
2
何
回
の
コ

N
N
h
y
Z戸

]ωmwH
三
宅

3
・
己
叶

(
Z

コξ
5
2
'
ニ
ゴ
よ
り
)
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
前

自筆遺言の法性に関する議論については)

に
紹
介
し
た

(
3
c
。
4
)
。

8 

注
番
号

(
7
)

注

の

文

言

l
l
p白
m
E
a
-
-
u
z
r
N
ω
0・
3
N
F
Sム
〉
口

E
H
a
』
包
∞
巾
ロ
-
白
血
O

∞

ωNH一
C
5一件

-
2
2
2
5
z
-
Z
P
2え「
2
Z

(
Z
]
玉、

HAW⑦
吋

eHH叶
叶
よ
り
)

O

回。

ω目
印
。

ω『同
J

}

ハ巾町内川]田口∞。町田、四巾一∞斥
σ巾
「
?
〉

2
N品
何
の
∞
の
∞
〈
。
「
σ巾ヨ

ω∞

オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
は
、
公
正
証
書
以
外
の
や
り
か
た
は
進
一
丙
の
自
由
の
制
限
と
し
て
認
め
な
い
、

し
か
し
、

と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る

前
稿
四
、

2
1
「
方
式
」
を
課
す
る
こ
と
の
重
要
意
味
に
は

い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

9 

注
番
号

(
8
)

注
の
文
一
言

l
I
C
3
-
P
F
E
E
t
o
E
5
2〈山門『
2
Z
5
2
m
g口
・
一
当
。
一

R
-
E円巾「
E
Eロ
白
一
冊
目
宇
田
〈
忠
志
向
古
門
∞

-HN寸
『

『

(zt弓

日

ω。叶

-HH、
刊
、
吋
よ
り
)
。
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説

10 

注
番
号

(
9
)
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注
の
文
言
ー

l
o
Fの
り

D
Z己
号
ユ
ヨ
さ

2
・
N
N
N
4司

C
「の

z
g
B
Eぎ

2
・
ωωω

論

前
者
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
後
者
は
次
の
と
お
り
。

O
F
の
ハ
ム
一
九
六
三
年
二
一
月
一
八
日
決
定

(Z]
者

5
2・
2
3
0

事
実

l
l
一
九
六

O
年
二
月
二
七
日
、

ラ
イ
ン
の

H
市
(
ド
イ
ツ
)

で
一
人
の
オ
ラ
ン
ダ
人

E
が
死
ん
だ
。

E
は
ラ
イ
ン
に
二
つ
の
土
地
を
も

っ
た
。

E
の
妻
は
一
九
四
五
年
一

O
月
一
五
日
に
死
ん
で
い
た
。

一
九
一
四
年
二
一
月
一
九
日
、

E
と
そ
の
実
は
共
同
の
公
正
副
書
遺
一
一
討
を
作
成
し
た
。

妻
の
死
後
、

一
九
四
九
年
一
月
一
一
一
一
目
、

E
は
、
さ
ら
に
、
公
正
証
書
遣
行
け
を
作
成
し
た
。
相
続
利
存
関
係
人
の
一
人
が
相
続
証
書
の
付
与
を
申
し

立
て
た
。
〉
の
(
〉
昌
広
岡
巾
コ
ロ
古
門
)

は
申
請
ど
お
り
の
相
続
証
書
を
付
与
し
た
。
相
続
利
待
問
係
人
の
別
の
一
人
が
抗
告
を
申
し
立
て
た
。

F
C

(
F
h
w
ロ己伺
m
コ
門
町
門
)

は
抗
告
を
理
由
な
し
と
し
て
棄
却
し
た
。
再
抗
告
が
あ
っ
た
。
再
抗
告
が
認
存
さ
れ
た
。

判
決
の
要
旨

l
l①
ド
イ
ツ
で
死
ん
だ
オ
ラ
ン
ダ
人
の
遺
産
相
続
に
つ
い
て
は
、

ド
イ
ツ
に
在
る
動
産
不
動
産
を
八
日
め
て
、
全
遺
産
に
つ
い
て
、

オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
相
続
が
き
ま
る
。
②
ド
イ
ツ
で
作
成
さ
れ
た
共
同
遺
討
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
拘
束
さ
れ
る
か
は
、
同
じ
く
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
服
す

る
も
の
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
百
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

判
旨
第
二
点
の
根
拠

1
1
5の
見
解
は

一
九
一
四
年
造
立
は
有
効
で
、
十
安
の
死
後
に

E
が
こ
れ
を
徹
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

一
九
四
九
年
遺
一
言
は
顧
慮
す
べ
く
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
精
査
を
要
す
る
。

①
共
同
遺
言
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い

(
オ
ラ
ン
ダ
此
法
第
九
七
七
条
)
。
こ
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
は
同
法

第
一

0
0
0条
に
よ
り
死
肉
処
分
の
無
効
三
月
宮
仲
間
百
三

を
稲
川
木
す
る
。
②
に
も
拘
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ド
イ
ツ
で
作
成
し
た
共
同
泣
百
は
、

オ
ラ
ン
ダ
氏
法
第
九
七
七
条
が
た
ん
な
る
方
式
規
定
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
有
効
(
間
三
円
高
)

で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一

一
条
第
一
項
第
二
文
に
よ
れ
ば
、
行
為
地
方
式
の
遵
守
が
遺
言
の
有
効
性
百
三
円
高
官
三
に
十
分
で
あ
る
か
ら
。
③
こ
れ
に
反
し
、
死
因
処
分
の
共



同
制
定
の
禁
止
に
実
体
法
的
な
重
要
性
も
付
着
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
処
分
の
事
物
的

G
R
E
F門
町
内
)
有
効
性
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
相
続
規
定

に
よ
り
規
制
さ
れ
、
従
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
規
制
さ
れ
、
そ
う
す
る
と
処
分
の
無
効

EZEFF間
宮
三
に
主
る
の
で
あ
る
。
④
オ
ラ
ン
ダ
民

法
第
九
七
七
条
は
い
か
よ
う
に
法
性
決
定
さ
れ
る
べ
き
か
、
こ
れ
は
本
件
の
裁
判
の
基
礎
で
あ
る
。
穴
巾
岡
市
一
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
的
見
解
に
よ

れ
ば
、
右
第
九
七
七
条
は
純
粋
の
方
式
規
定
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、

一
九
一
四
年
一
二
月
一
九
日
の
共
同
遺
言
は
結
局
法

的
に
有
効
(
「
2
E
Z
5『
r
g
E
)

と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
も
た
ら
す
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
同
第
一

0
0
0

条
に
よ
り
無
効
(
口
三
】
円
高
)

で
あ
る
の
で
あ
る
。
〔
以
下
に
お
い
て
、

一
九
四
九
年
一
月
二
二
日
の
遺
言
に
よ
っ
て
一
九
一
四
年
の
共
同
遺
言
を
撤

回
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

E
夫
妻
の
一
九
一
四
年
の
共
同
遺
言
は
、

E
に
と
っ
て
、

そ
の
妻
の
死
に
よ
り
、
拘
束
力
あ
り
撤
回
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

E
は
そ
の
後
の
一
九
四
九
年
の
遺
一
汗
に
お
い
て
、
こ
れ
を
法
的

に
有
効
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
、

一
九
一
四
年
の
遺
百
で
は
な
く

一
九
四
九
年
の
遺
言
が
、
相
続

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

結
果
の
判
定
の
基
礎
を
成
す
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
の
理
由
づ
け
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ
と
は
略
す
る
〕
。

こ
れ
は
、
遺
言
が
自
筆
で
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
ケ

i
ス
で
は
な
い
。
遺
一
一
一
口
が
夫
婦
共
同
で
さ
れ
た
ケ

l
ス
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
ず
れ
も
、

オ
ラ
ン
ダ
法
上
は
、

オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
し
、
外
国
に
在
る
場
合
で
も
、
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
法
性
決
定
の
問

題
は
同
質
で
あ
る
と
み
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
判
決
を
手
掛
り
と
す
る
。

セ
エ
ヌ
裁
判
所
一
九
四
四
年
三
月
一
一
一
一
一
日
判
決
が
そ
れ
で
あ
る

(
∞
呂
主
e
N

主
)

O

∞
国
円
五
三
が
引
用
し
て
い
る
か
ら
こ
れ
を
と
り
あ
げ
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説

る
。
事
実
は
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」
四

l

d
に
お
い
て
紹
介
し
た
。
判
己
n
は
以
下
の
と
お
り
。

a 

〔
フ
ラ
ン
ス
内
国
法
と
オ
ラ
ン
ダ
内
国
法
の
比
較
〕

フ
ラ
ン
ス
川
氏
法
第
九
九
九
条
は
、
外
国
に
在
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
、
白
山
者
証
書
遺
一
マ
け
ま
た
は

をふ
ロ岡

遺
一
百
を
行
な
っ
た
国
の
方
式
の
公
正
証
書
遺
・
一
日
を
許
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
方
式
に
よ
る
こ
と
の
禁
止
を
今
日
ま
な
い
。
こ
の
規
定
は
原
則
を
一
不
す
も
の

で
制
限
を
含
む
処
置
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
れ
ば
、
遺
一
一
一
け
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
遣
計
が
作
ら
れ
た
場
所
の
規
則
に
適
合
し
て
お
れ
ば

足
り
る
。
〔
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
と
同
械
の
点
〕
公
正
証
書
遺
骨
H
に
関
し
て
は
、
一
向
法
は
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
方

式
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
と
八
一

2
5
5包
円
山
内
定

B
Vが
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
〔
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
と
異
な
る
点
〕

公
正
証
書
以
外
の
や
り
か
た
の
遺
一
斉
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
主
権
に
服
す
る
領
外
の
オ
ラ
ン
ダ
国
此
に
対
し
、
公
正
証
舎
に

よ
ら
な
い
終
意
処
分
を
絶
対
的
の
し
か
た
で

(ι
巾同白

n
g
E完
E
門
戸
〈
巾
)
禁
止
し
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
誘
惑
に
陥
ら
ぬ
よ
う
庇
護
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
オ
ラ
ン
ダ
法
は
オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
能
力

(
2
3円
忘
)

の
範
聞
を
限
定
し
た
。
こ
の
禁
止
を
能
力
の
問
題
に
し
た
点
で
、
オ
ラ
ン

ダ
法
は
、
公
正
証
書
で
あ
る
か
な
い
か
の
区
別
を
つ
け
ず
に
、
死
者
が
そ
の
終
意
を
知
ら
し
め
る
や
り
か
た
を
方
式
に
か
か
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

考
え
る
フ
ラ
ン
ス
法
と
異
な
る
。
こ
こ
に
こ
の
同
法
の
問
に
法
性
決
定
の
批
触
が
存
す
る
。

b 

〔
法
性
決
定
の
抵
触
を
ど
う
処
理
す
る
か
〕
こ
の
よ
う
な
抵
触
の
解
決
の
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ス
テ
ム
は
、
受
訴
裁
判
官
が
、
自
己
阿
有
の
法
に
見

解
を
求
め
る
こ
と
す
な
わ
ち
そ
の
抵
触
が
生
じ
た
〔
も
ち
こ
ま
れ
た
〕
国
の
法
に
従
っ
て
抵
触
の
原
因
と
な
っ
た
法
制
度
合

B
u
z
z
-口
百
『
喜
宮
巾
)

の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
遺
一
言
の
有
効
性
が
能
力
の
問
題
と
か
相
続
の
問
題
と
か
を
か
き
立
て
る
国
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
死
者
の
対

人
法
と
か
相
続
の
法
と
か
を
適
用
し
、
遺
言
の
有
効
性
が
方
式
の
問
題
を
か
き
立
て
る
固
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
遺
言
が
な
さ
れ
た
場
所
の
法
を

適
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
管
轄
権
あ
る
法
廷
地
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
決
定
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

C 

〔
本
件
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
か
〕
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
で
作
成
さ
れ
て
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
つ
き
出
さ
れ
た
遺
討
の
有
効
か
否
を
評
価
す
る

こ
と
で
あ
る
。
法
性
を
決
す
べ
き
管
轄
を
も
っ
法
は
〈

-
2
2
コ
V
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
遺
一
討
の
有
効
性
は
方
式
の
問
題

北法48(3・22)224



た
る
べ
し
と
欲
す
る
。
方
式
の
問
題
は
伝
統
的
な
八
一

0
2
2・巾同巳

R
Z
E
V
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
。
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
当
該
行
為
が
な
さ
れ
た

場
所
の
法
で
も
あ
り
、
八

Z
H
Z
2
Vと
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
正
常
な
自
筆
の
遺
言
に
課
せ
ら
れ
る
諸
条
件
を
充
足
す
る
本
件
の
遺

言
の
有
効
性
を
承
認
す
る
。
〔
遺
言
の
徹
固
に
つ
い
て
の
紹
介
は
略
す
る
〕
。

∞
白
円
五
三
は
、
こ
の
判
例
を
と
り
あ
げ
、
自
筆
遺
言
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

Z
H
Fコ
に
よ
る
法
性
決
定
は
循
環
論
(
円
巾
三
巾
〈
】
円
E
H
)

る
と
指
摘
す
る
(
-
品
、

3
1ム
∞
。
)
。
法
廷
地
に
お
い
て
法
性
は
な
に
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
法
廷
地
に
お
け
る
法
性
を
も
っ
て
答
え

る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
こ
の
判
例
の
歴
史
的
な
背
景
に
ど
ん
な
判
例
が
あ
っ
た
か
を
見
る
。
項
を
別
に
す
る
。

2 

セ
エ
ヌ
裁
判
所
一
八
四
四
年
八
月
八
日
判
決
(
印

E
Z
-
コ
ム
)
。

a 

事
実

l
l
イ
ギ
リ
ス
人

ρ
Eユ
】
口
氏
、
パ
リ
で
一
八
三
一
九
年
一
月
三
一
日
に
自
筆
遺
一
百
を
し
て
こ
れ
を
パ
リ
の
公
証
人
に
寄
託
し
、

J¥ 
四

年
二
月
三
日
に
ア
ピ
シ
ニ
ア
で
死
亡
し
た
。
遺
言
の
内
容
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る
自
分
の
財
産
を
兄
弟
姉
妹
、
両
親
に
分
配
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

自筆j宣言の法性に関する議論について(1)

ρ
E『
E
の
父
が
こ
の
遺
言
の
無
効
を
訴
求
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
法
(
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
一
八
三
七
年
七
月
一
一
一
日
法
律
)
に
よ
れ
ば
、
遺
言
に
は
こ

人
の
証
人
の
立
会
い
と
認
証
と
署
名
と
が
必
要
で
あ
り
、
自
筆
遼
一
言
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

b 

判
決
要
旨
1

1

①
行
為
の
方
式
は
、
そ
れ
が
さ
れ
た
国
の
法
律
、
慣
習
に
従
う
。
②
こ
の
原
理
は
、
事
物
の
必
然
と
し
て
、
行
為
が
さ
れ
た

場
所
に
お
い
て
行
為
が
す
こ
し
の
疑
い
も
残
さ
な
い
よ
う
に
と
、

い
っ
さ
い
の
行
為
を
庇
護
す
る
も
の
で
、
絶
対
に
適
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
③

当
該
遺
言
は
、
遺
言
が
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
国
の
民
法
典
の
定
め
る
要
件
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
。
④
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
筆
遺
一
一
首
は
で
き
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
原
理
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
適
用
で
き
な
い
。
⑤
能
力
と
本
質
的
な
方
式

R
R呂
町
三
コ
ロ
氾
S
E
巾
)
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
者
は
行

為
の
性
質

(
E
Z
Z
)
で
後
者
は
行
為
の
性
格
(
円

R
R
Z
B
)
で
あ
る
。
対
人
規
則
は
人
を
、
そ
れ
が
存
す
る
ど
こ
に
お
い
て
も
、
追
う
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
人
の
身
分
、
成
年
ま
た
は
未
成
年
と
い
、
つ
質

(25zm)
、
人
の
権
利
の
お
よ
び
人
の
能
力
の
拡
大
お
よ
び
限
定
に
つ
い
て
で
あ
る

の
で
あ
り
、
行
為
の
方
式
、
す
な
わ
ち
、
行
為
の
性
格

l
l
t
そ
の
法
律
お
よ
び
規
則
が
行
為
を
完
う
す
る
や
り
ょ
う

(BEE-巾
)
を
決
め
る
と
こ

で
あ
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説

ろ
の
国
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
行
為
の
性
格

l
l
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
⑤
外
国
人
が
契
約
上
の
権
利
お
よ
び
そ
の
行
使
を
守
り
た
い

の
で
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
れ
を
成
し
と
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
え
よ
う
。
〔
破
棄
院
一
九

O
九
年
七
月
二

O
日
判
決
は
フ

北法48(3・24)226 

な
ら
ば
、
契
約
が
な
さ
れ
る
国
の
法
律
に
、
内
国
人
と
同
様
、
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
外
国
人
は
、
と
ん
な
処
分
で
も
、
ゎ

王子"-
百四

ず
か
に
自
国
の
慣
行
慣
習
に
よ
り
あ
る
特
別
の
方
式
の
下
で
許
さ
れ
た
も
の
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
法
が
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る

ラ
ン
ス
に
お
い
て
成
し
と
げ
う
る
と
し
た
(
四

u
b注
(
2
)
判
決
要
U
H
①
)
〕
。
⑥

]D2印『吊
Z
R
E
E
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
当
該
遺
誌
を
統
御
し
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
れ
ば
当
該
遺
一
言
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
規
定
に
叶
い
方
式
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
。

3 

破
棄
院
一
八
四
七
年
八
月
二
五
日
判
決
(
印
'
円
宝
叶
】
寸
口

a 

右
の
セ
エ
ヌ
裁
一
八
四
四
年
判
決
に
対
し
住
訴
が
あ
り
、
パ
リ
摂
訴
院
は
原
審
判
決
を
理
由
と
も
ど
も
維
持
し
た
。
そ
こ
で
破
棄
申
立
て
が
あ

り
、
破
棄
院
は
破
棄
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

b 

破
棄
申
立
理
由
要
旨

l
i①
関
係
人
は
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
遺
言
に
よ
り
処
分
す
る
財
産
は
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

無
遺
言
相
続
で
あ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
②
公
正
証
書
遺
言
な
ら
ば
一
。
門
己
的
『
町
四
芹

R
Z
E
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

外
国
人
は
係
官
の
前
に
出
頭
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
指
示
す
る
方
式
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
③
し
か
し
、
そ
の
本
国
の
立
法
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

た
自
筆
遺
言
を
遺
言
者
に
強
い
る
も
の
は
な
に
も
な
い

〔
四
ロ

b
、任

(2)
∞
き
coz-
ロ
意
見
の
先
駆
か
〕
。
④
他
方
、
自
筆
方
式
で
透
一
言
ロ
を
す
る
権

能

(P2-思
)
は
遺
一
言
者
の
能
力
(
円
呂
田
円
正
)
に
後
該
す
る
(
片
巾
口
】
『
世
)
、
と
こ
ろ
で
、
人
の
能
力
は
対
人
規
則
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
そ
し
て
イ

ギ
リ
ス
人
の
対
人
規
則
は
イ
ギ
リ
ス
法
律
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
自
筆
方
式
を
禁
止
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
は
イ
ギ
リ
ス
人
を

外
国
に
お
い
て
も
追
い
か
け
、
自
筆
方
式
が
そ
こ
の
立
法
に
よ
り
許
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
自
第
十
方
式
で
遺
言
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
⑤
こ

れ
ら
の
原
理
に
原
判
決
は
反
す
る
。

c 

判
決
要
旨
|
|
①
行
為
の
外
国
の
方
式
と
厳
粛
さ

(
由
。



適
用
さ
れ
る
。
③
そ
の
結
果
、
遺
言
の
方
式
は
遺
一
言
者
が
遺
言
を
す
る
国
の
法
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
。
④
そ
う
で
な
い
と
、
外
国
人
は
、
自
国
の

外
に
在
る
と
き
は
、
自
分
の
住
所

E
G
E
E
-巾)
の
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
た
方
式
に
依
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
〔
今
日
で
は
、
可
能
に
な
っ
た
。

後
述
四
回
〕
こ
と
に
よ
っ
て
遺
言
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
。
①
遣
一
汗
を
作
成
す
る
方
式
を
定
め
る
法
は
遺
言
者
の
能
力
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

た
ん
に
、
遺
言
者
の
意
思
の
表
現
に
伴
う
べ
き
外
而
的
厳
粛
さ
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
パ
リ
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
に

よ
り
許
さ
れ
る
自
筆
方
式
で
作
成
し
た
遺
言
は
有
効
で
あ
っ
た
。

4 

セ
エ
ヌ
裁
判
所
一
九

O
一
二
年
八
月
二
二
日
判
決

(
D
5
2
e
5
2
-
E
E
。

a 

事
実
|
|
オ
ラ
ン
ダ
人
男
。
=
三
E
E
m
o円、
oz-

ニωo
己
一
回
「
与
が
フ
ラ
ン
ス
で
一
八
九
六
年
一
一
月
三

O
日
に
自
筆
方
式
で
遺
4

一
け
を
し
た
。
相
続
人

の
う
ち
の
一
人
に
オ
ラ
ン
ダ
に
在
る
動
産
に
つ
き
包
括
遺
贈
を
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
包
判
的
受
遺
者
が
他
の
相
続
人
に
対
し
遺
贈
の
目
的
物

の
引
渡
し
を
訴
求
し
た
。
被
告
ら
は
遺
言
の
無
効
を
主
張
し
た
。
セ
ユ
ヌ
裁
判
所
は
無
効
の
主
張
を
認
め
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

b 

判
決
理
由
要
旨
ー
|
|
①
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
対
人
規
則
の
装
い
を
す
る
よ
R
R
Z
Z
己
主
三
宮

2
0ロ
ロ
巾
}
)
。
②
オ

ラ
ン
ダ
法
は
、
そ
の
国
民
を
、
無
反
省
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
お
よ
び
泣
行
者
の
意
忠
を
き
ず
っ
け
そ
の
相
続
人
を
不
正
に
無
一
物
に
す
る
策
略
か

ら
庇
護
す
る
目
的

(σE)
で
も
っ
て
、
国
内
に
お
い
て
、
遺
六
処
分
の
権
能
(
宮
内
己
主
を
厳
格
な
方
式
に
服
せ
し
め
て
制
限
し
た
後
、
そ
の
法
規

定
が
外
国
に
お
い
て
適
用
を
受
け
て
、
国
民
の
財
康
の
遺
討
に
よ
る
移
転
が
何
回
仰
の
保
障
を
受
け
る
こ
と
を
欲
し
た
。
③
本
件
に
お
い
て
、
宮
市
ナ

Z
E
を
、
そ
の
本
国
の
法
が
彼
に
課
し
た
対
人
的
義
務
か
ら
解
欣
す
る
理
市
川
は
な
に
も
な
い
。
④
そ
の
本
国
の
法
は
、

そ
う
す
る
権
利
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
明
文
で
も
っ
て
、
行
為
の
方
式
は
行
為
が
な
さ
れ
た
国
の
訟
に
服
す
る
と
い
う
焼
別
に
障
害
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
⑤
右
の
規
則

北法48(3・25)227

は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
公
序
で
は
な
い
。

そ
れ
は

そ
の
適
用
が
フ
ラ
ン
ス
国
M
ん
か
ら
請
求
さ
れ
な
い
と
き
は
不
問
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し

フ
ラ
ン
ス
に
法
的
に
存
在
す
る
財
産
に
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
@
右
の
規
則
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
動
産
の
相
続
i
|
裁
判
所
は
そ
の
帰
属
に
つ
い

て
は
オ
ラ
ン
ダ
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
ー
ー
を
規
制
す
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
問
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
遺
言



説

者
と
訴
訟
両
当
事
者
と
に
共
通
の
法
の
違
反
の
場
合
に
、
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

告辺L
d冊

注
-
ー
l
⑤
は
、
破
棄
院
一
八
四
七
年
判
決
前
掲
に
お
け
る
破
棄
中
立
理
由
と
同
刑
の
事
実
を
一
以
す
。
①
は
、
カ
式
と
能
力
の
区
別
に
言
及
せ
ず
に
、
対
人
規

別
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

注

2
1
1
2
5
2
5
E
に
、
こ
の
判
決
に
関
す
る
ノ
l
卜
が
あ
る

(
1
3
)。
そ
れ
を
こ
こ
に
写
す

l
l
l
ぐ

E
Z
F
何回目印
E
・5

4号
呂
町
阿
古
今
回
二
伶

印o-zz
。
ロ
巳
命
日
円
。
ロ
ロ
芹
印
己
巾
-
O
戸田
-
n
-
ロロ伶門戸∞
ω

品-司叶
N
N
-
F
白ZH1
曲口汁
e
門
戸
口

H
C
C
-

閉め口

EE一円-河巾〈円コ門戸且巳巾-円∞∞品・円
)e
叶ω
印・明，
H
D
『戸口。門戸

(υ-z
ロめ門同∞∞
ω
4

円)∞印め門

∞。
-
O
ユ舟
hw
ロ日・品
ω
O
D
円
同
∞
印
少
叩
弓
mu
子同町山。。

N

ω

叶・円コ『《同町∞ペロ
M
m
L
-
何回
-
N
H
」

E
一一己目∞∞め
e
n
一
広
口
氏
戸
市
山
∞
プ
司
ム
申
印
d

〉甘司。の巾口命的
-
K
H

担。
D

門戸市山
@
H
-
-
F
E
e
H
∞ω
ω
-

同】em
山市V
印
2
-
田口
D
一5
・n
即
日
凹
↓
ロ
コ
ロ

H
N

国〈『二日∞山
U
N
-
-
u
一門一回∞
h
v
h
F

・百円。∞
ω

破
棄
院
一
八
四
七
年
判
決
か
ら
セ
エ
ヌ
裁
一
九
O
コ
一
年
判
決
ま
で
の
間
の
状
況
を
不
す
資
料
で
あ
る
。
以
下
に
簡
略
に
紹
介
す
る
。

オ
ル
レ
ア
ン
帝
国
法
院

(Pミ
5
1
5
r
-
P
E
:
c苫
一
巾
)

一
八
五
九
年
八
月
四
日
判
決
(
∞

-
E。。]円
ω
叶)
0

宮
司
A

事
実

l
i
オ
ラ
ン
ダ
人
女
玄

R
F
J「
Z
『舟山内

i
E
E
-
-
5
5ロ
0
5ロ
は
長
年
オ
ル
レ
ア
ン
に
所
在
し
、

一
八
五
七
年
二
月
一
一
一
一
日
に
自
筆
の
遺
言
を

し
、
同
年
六
月
六
日
に
死
ん
だ
。
遺
言
の
内
・
詳
は
遺
産
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
在
る
有
価
証
券
を
、
親
族
ら
に
ま
た
オ
ル
レ
ア
ン
の
人
々
に
贈
る
こ
と

で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
を
指
定
し
て
い
た
。
〈
白
口
。
民
自
に
は
異
父
の
姉
妹
が
あ
っ
た
。
の
司
ユ

E
母

g
z
z
で
あ
る
。
彼
女
は
、
有
価
証
券
を
保
管

す
る
銀
行
と
遺
言
執
行
者
に
対
し
有
価
証
券
を
手
放
す
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
受
遺
者
親
族
ら
と
遺
言
執
行
者
は
、
名
古
白
一
一
を
訴
え
て
、
異

議
申
立
の
除
去
等
を
請
求
し
た
。
第
一
審
オ
ル
レ
ア
ン
裁
判
所
は
異
議
申
立
の
除
去
を
し
た
。
を

E
=
は
持
訴
し
た
。
そ
し
て
、
遺
一
吉
は
オ
ラ
ン
ダ

法
に
反
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

判
決
要
旨
1
1
1
①
対
人
規
則
が
個
人
を
そ
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
で
追
跡
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
者
の
状
態
す
な
わ
ち
成
年
ま

た
は
未
成
年
と
い
う
質

2
5
5
b
)

の
範
閣
の
た
め
で
あ
っ
て
、
行
為
の
外
側
の
方
式
お
よ

の
た
め
、

一
言
で
い
え
ば
そ
の
者
の
能
力

(E宮
内
正
)

ぴ
厳
粛
さ
は
か
か
る
行
為
が
な
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
②
そ
う
で
な
い
と
、
外
国
人
は
、
自
国
の
外
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
本
国
の

法
に
よ
り
要
求
さ
れ
た
方
式
に
依
る
こ
と
の
不
一
叶
能
性
に
よ
り
遺
言
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
。
③
一

ο
2印
「
巾
間
再
出
円
吉
田
原
理
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は
遺
言
に
適
用
さ
れ
る
。
④
よ
っ
て
、
遺
一
斉
の
方
式
は
遺
言
者
が
遺
言
処
分
を
し
た
国
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
⑤
案
件
の
遺
一
言
は
そ
の
効
力

(
同

D
R
m
)

を
保
持
し
、
効
果
(
内
容
円
)
を
発
現
す
べ
き
で
あ
る
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

付

l
l〉〈。
gご
山
富
青
白
一
の
の

5
3
2
氏
が
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
、
事
件
に
つ
き
意
見
を
述
べ
て
い
る

(
m
z
g
ロ
ωゆ

-S)。
そ
の
要
旨
を
紹
介
す

る
。
①
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
外
国
人
が
、
そ
の
本
国
法
の
明
一
小
の
村
市
止
に
反
し
て
、
し
か
し
遺
誌
を
し
た
国
の
法
に
叶
っ
て
、
し
た
造
一
一
百
行
為
は
、
正
統
の

相
続
人
に
対
し
て
対
抗
で
き
る
か
。
②
問
題
を
細
分
し
よ
う
。
①
一
。
門
己
印
門
町
霊
山
口
吉
田
則
は
国
際
法
の
原
則

1
1
1
各
国
の
こ
の
規
則
の
適
用
へ
の
黙
示
の
合
意

と
い
う
原
則
|
|
に
基
づ
く
。
し
か
る
に
、
あ
る
国
の
法
が
、
こ
れ
こ
れ
の
行
為
が
外
国
で
な
さ
れ
る
と
き
に
信
ぴ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
式
を
明
示
の
し
か

た
で
定
め
る
と
き
、
そ
の
法
が
討
す
方
式
以
外
の
方
式
を
す
べ
て
絶
対
的
に
排
斥
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
な
か
に
、
黙
一
不
の
合
窓
か
ら
生
ま
れ
た
こ

の
種
の
約
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
そ
の
法
の
意
思
の
ま
こ
と
に
明
瞭
な
表
現
を
見
向
さ
な
い
か
。
⑤
そ
の
上
に
、
外
国
法
の
こ
の
禁
止
は
、
も
は
ヤ
も
っ
ぱ
ら
行

為
の
方
式
に
関
係
す
る
規
定
で
は
な
く
、
そ
の
内
国
人
の
能
力
に
手
を
つ
け
る
、
良
(
の
対
人
規
則
と
し
て
、
外
国
に
お
い
て
も
そ
の
内
閣
人
を
追
っ
て
い
く
、

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
①
自
国
の
国
民
が
市
民
生
活
上
の
あ
る
行
為
を
す
る
た
め
に
外
国
に
お
い
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
式
を
規
制
す
る
た
め
に
‘

近
代
の
立
法
者
の
多
く
が
そ
の
法
典
の
中
に
挿
入
し
た
こ
の
禄
の
法
条
の
有
用
性
を
、
人
は
納
符
す
る
だ
ろ
う
か
。
@
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
と
フ
ラ
ン

ス
民
法
第
九
九
九
条
の
射
程
の
意
味
内
容
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
①
①
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
併
で
あ
る
。
理
山
は
二
つ
あ
る
。
@
第
一
の
理
由
|
|
①
ま

ず
司

2
ロ
戸
↓

g
忘
含
巴
ヨ
ユ
百
円
ゆ
吉
田
口
。

E-
か
ら
借
り
る
。
彼
は
い
う

o
-
R
5
5同
E
R
Z
B
則
は
、
祖
国
の
法
が
、
領
土
の
外
で
、
そ
の
法
が
定
め
る
方
式

以
外
の
方
式
で
契
約
ま
た
は
処
分
を
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
禁
止
す
る
と
き
は
、
例
外
を
受
け
る
。
オ
ラ
ン
ダ
法
第
九
九
二
条
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
。
こ
の
絶

対
的
な
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
〈
言
。
{
{
司
口
の
遺
オ
行
は
、
料
一
綱
な
動
産
の
遺
贈
と
法
一
一
パ
執
行
符
の
選
定
に
つ
い
て
は
作
幼
で
あ
ろ
う
が
、
包
括
名
義
の
遺
贈

に
関
し
て
は
効
果
を
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
o

と
。
①
し
か
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
尖
に
明
断
で
光
く
法
律
的
で
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
採
用
す
る
と

フ
ラ
ン
ス
の
国
家
主
権
の
あ
る
種
の
侵
犯
を
見
る
と
考
え
、
外
国
法
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
諸
原
則
に
そ
れ
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
欲
し
な
い
人
身

に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
過
激
に
け
見
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
感
じ
や
す
さ
は
法
律
的
で
あ
る
こ
と
よ
り
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
お
の
観
念
を
弱
め
る
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
は
欲
す
る
。
の
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
両
国
の
主
権
の
保
守
に
な
る
以
下
の
よ
う
な
区
別
を
提
案
す
る
。
本
国
の
法
の
禁
止
に
反
す
る
外
国
人
の

し
た
遺
言
は
外
国
人
に
し
か
関
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
処
分
す
る
権
能

(
P
E
P
S
に
関
し
て
は
外
国
法
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
財
産
に
し
か
関

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
は
、
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
ぬ
利
な
処
分
を

1

1
外
国
法
が
そ
れ
を
不
可
と
す
る
よ
う
な
処
分
さ
え
も

l
l
t
含
む
も
の
で

あ
る
こ
と
。
前
者
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
守
護
す
べ
き
人
も
物
も
も
た
な
い
か
ら
、
主
権
が
犯
さ
れ
た
と
す
る
余
地
が
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
の
恩
恵
を
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説

主
張
す
べ
き
権
利
が
な
い
。
後
者
に
お
い
て
は
、
行
為
の
方
式
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
補
足
的
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
た
め
に
一
O

門
5
5阿国門
R
Z
E
の
適
用
を

認
め
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
有
利
に
、
外
国
法
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
対
し
て
減
す
(
包
含
己
主
絡
利
を
有
し
な
い
と
い
う
万
民
の
法
の
以
則
を
尊
重
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
@
こ
の
区
別
に
よ
り
、
ぐ

8
0『
町
内
ロ
の
選
一
行
は
、
外
国
人
に
関
係
す
る
郎
分
に
お
い
て
、
し
か
も
オ
ラ
ン
ダ
叶
法
が
禁
止
す
る
と
こ
ろ
だ
け
、

無
効
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
以
下
略
〕
。

王手必、
n冊

明，

F
出口「
mHロ
?
司
「
』
口
円
』
司
巾
印
島
内
乱
『
。
同
門
門
】
〈
広
『
「
hw

ロ円印5・

H
c
g
。
H-ω

凡中門】町同∞叶∞・ロ目。。

。F“
〔
前
略
〕
①
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
一
八
五
九
年
八
月
三
臼
判
決
吉
田
一
一
O
N
・
5
印匂

N
・
5U)
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
自
筆
の
遺
言
を

戸

0
2∞
『
巾
空
白
円

Z
B
の
金
言
(
自
由
担
当
巾
)

の
適
用
に
よ
り
有
効
と
し
た
。
こ
れ
は

E
E
M広
忠
吉
Z
R
の
意
見
と
反
対
で
あ
っ
た
。
②
わ
れ
わ
れ
は
右

判
決
は

-
2
5
2問
F
R
Z
B
格
一
言
(
包
出
向
。
)
の
誤
っ
た
適
用
を
し
た
と
考
え
る
。
③
自
第
十
湾
口
が
ど
う
い
う
形
式
で
作
成
さ
れ
る
べ
き
か
を
決
す
る

前
に
、
遺
言
者
は
自
筆
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
遣
4

万
者
の
対
人
規
則
が
遺
言
者
に
自
筆
遺
言
を
禁
止

す
る
と
き
、
公
正
証
書
が
遺
言
の
有
効
性
の
本
質
的
な

znsz-一
巾
)
条
件
と
な
る
。
そ
の
意
味
は
、
他
の
方
式
で
自
分
の
意
思
を
表
明
す
る
こ

と
を
遺
言
者
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
⑤
以
上
か
ら
、
公
正
証
書
方
式
が
、
こ
の
場
合
、
本
質
の

百
円
コ
ロ
印

2
5
内
実
の
閲
有
の
)
条

件
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

い
わ
ゆ
る
厳
粛
な

(
凹

O
Z
ロ
ロ
己
)
契
約
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。
外
国
に
お
い
て
は
、
自
著
証
書
に
よ
っ
て
は
、
脳
間

与
は
成
立
し
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
れ
ば
、
遺
一
↓
円
に
つ
い
て
、
全
く
右
と
同
じ
く
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑥
こ
れ
は

Z
2∞
「
必
ユ

R
Z
E
金

ニ
一
日
を
破
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
格
言
は
証
書
作
成
の
ご
口
白
門

E
B
2
5「
巾
)
方
式
に
し
か
適
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
〔
後
略
〕
。

(3) 

ヨ
ロ
『
巾
の
注
(
ロ
ロ
ロ
2
・
H

∞∞
ω

e

H

)

∞
印
巾
円
∞
め
)

h
a
リ
ノ
ノ

(
斗
巴
コ
ロ
)
破
棄
院
一
八
八
一
年
五
月
三
二
日
判
決
に

?
c「
巾
が
注
を
付
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
人
の
自
筆
遺
言
が
日
付
を
欠
い
て
い
た
の

で
そ
の
効
力
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
判
決
要
旨
は
、
日
付
を
非
本
質
的
な
方
式
に
分
類
し
八
イ
タ
リ
ア
人
に
よ
り
、
そ
の
法
が
、
自
筆
遺
一
吉
の

本
質
的
な
(
巾

g
g
z
=巾
)
方
式
の
な
か
に
、

日
付
を
い
れ
る
義
務
を
数
え
な
い
国
の
領
域
に
お
い
て
、
な
さ
れ
た
日
付
な
き
自
筆
遺
一
言
は
、
正
規

北法48(3・28)230



の
遺
言
で
あ
る

V
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

明

5
5
の
注
|
|
①
判
例
は
恒
常
的
に

-
R
5
5空
白
円
Z
E
の
公
理
を
非
本
質
的
な
(
巾

H
Eロ∞
Z
E巾
・
外
的
な
固
有
で
な
い
)
方
式
に
適
用
し
た
。

そ
し
て
行
為
の
外
側
の

そ
れ
が
な
さ
れ
る
国
の
法
と
慣
用
(
己
目
白
岡
市
)
と
慣
習
(
円

E
Zヨ
巾
)

(巾同広「

-2「
巾
)
方
式
は
本
質
的
に

(2日
2
2丘一
2
2門)

に
服
す
る
の
が
国
際
法
に
お
け
る
原
別
で
あ
る

二
八
五
三
年
三
一
月
九
日
)
。
②
自
筆
遺
言
に
関
し
て
は
、

し
か
し
、
こ
の
公
理
の
適
用
に
困
難
な

も
の
が
生
じ
た
、
と
い
う
の
は
、
自
筆
方
式
で
遺
言
を
す
る
権
能
(
『
白

2
一
芯
)
に
つ
い
て
人
は
人
の
能
力

(
E
E
2芯
)
を
問
題
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

①
そ
の
結
果
、
外
国
で
自
筆
遺
言
を
し
よ
う
と
欲
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
フ
ラ
ン
ス
法
が
定
め
る
諸
方
式
を
遵
守
す
る
こ
と
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

-
2
5
2包片山口
E
E
の
公
理
が
公
的
遺
言
(
丹
市
M
g
E
m
E
E
Z片
公
吏
が
関
与
す
る
も
の
)

の
非
本
質
的

な
方
式
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
規
則
が
優
越
す
る
。
④
〔
中
略
〕
目
り

E
W
5
2
-二
口

5
E
g
g
-
司
コ
〈
少
吋
N
e

弓
)
は
、
自
筆
方
式
で
遺
一
二
百
を
す
る

権
利
は
、
こ
の
特
別
の
方
式
を
許
す
国
の
国
民
に
留
保
さ
れ
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
外
国
人
は
除
か
れ
る
、
と
い
う
。
⑤
オ
ル
レ
ア

自筆遺言の法性に関する議論について(])

ン
法
院
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
は
明
示
的
に
オ
ラ
ン
ダ
人
に
外
国
で
公
正
証
書
(
白
円

2
E
5
2
2
5
)
以
外
の
や
り
か
た
で
遺
言
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
自
筆
遺
言
を
有
効
と
し
た
。
〔
参
考
文
献
列
挙
〕
。
⑤
今
日
優
勢
で
あ
る
学
説
は
、
一

G
2凹

『町四ユ

R
Zヨ
則
は
、
外
国
人
の
本
国
法
に
、
外
国
で
す
る
遺
言
を
規
制
す
る
た
め
の
禁
止
規
定
が
な
い
場
合
に
、
自
筆
遺
言
に
適
用
さ
れ
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

(4) 

F
C
E
Z

河
巾
口
同
戸
】
}
?
河
め
〈
己
め
円
『
目
立
。
己
巾
己
巾
一
郎
同
】
印
}
白
E
C
口
【
同
市
」
=
円
一
団
刀
『
=
己
巾
白
門
戸
〈
D

一ω
ω
a
H
∞
∞
ム
'
【
}
叶
ω
ム
.

フ
ラ
ン
ス
に
住
む
ロ
シ
ア
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
七

O
条
に
叶
う
遺
一
百
を
し
た
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
法
に
叶
っ
て
い
な
い

(
]
D
E
『口白一

北法48(3・29)231

己
己
貸

E
2
2
S
E
E
-
官
コ
芯
-

H

∞
∞
品
・
司

ω
呂
参
照
)

と
し
て
そ
の
無
効
が
訴
求
さ
れ
た
。
セ
エ
ヌ
民
事
裁
判
所
一
八
八
三
年
七
月
一
一
一
日
判
決

(

]

O

己吋口白
}
b
E

品『
C
F
片回目円巾「口白
Z
C
D
即-司コぐ九
Y

H

∞∞品
-

H

】ム
C
印

)

は
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
現
巾
は
、
問
題
は
遺
育
者
の
対
人
規
則
に
照
ら
す
こ
と
に
な

る
べ
き
と
こ
ろ
の
遺
言
者
の
処
分
の
能
力

(E宮内
-E
で
は
な
く
て
、
か
の
有
名
な
一

0
2印『め四
E
R
Z
E
則
に
よ
り
、
遺
言
が
な
さ
れ
た
地
の
法
に



説

照
ら
す
べ
き
と
こ
ろ
の
遺
一
言
の
外
側
(
巾
三
郎
コ
ヨ
』
『
巾
)

の
方
式
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
外
国
で
自
筆
力
式
で
遺
言
す
る

北法48(3・30)232

こ
と
を
許
す
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
)

の
は
対
人
規
則
で
は
な
い
か
と
い
う
反
対
が
あ
っ
た
。
こ
の
反
対
を
、
右
判
決
は
十
分
に
論
破
せ
ず
、

f子'b.
日岡

第
九
九
九
条
は
、
例
外
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
領
外
で
遺
討
を
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
た
ん
に
第
九
七

O
条
に
川
う
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
っ
て
、

-02凹

J
官

、

「
巾
四
回
門
白
内
門
口
居
間
卯
品
川

フ
ラ
ン
ス
に
在
る
外
国
人
が
彼
の
遺
一
日
を
作
成
す
る
と
き
に
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
に
と
ど
ま
っ
た
。
私
は
、
右
判
決
と
右
第
九
九
九
条
を
よ
り
よ
く
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
と
、
考
え
る
。
自
築
造
一
ゴ
け
を
す
る

権
能

(
P
2
忘
)
は
対
人
規
則
に
合
ま
れ
な
い
。
だ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
に
在
る
人
は
す
べ
て

l

l
ー
国
籍
、
定
住
所
の
い
か
ん
を
間
わ
ず

|
l
l
ブ
ラ

ン
ス
で
こ
の
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
一
。
口
=
印
『
内
問
巳
白
円
Z
g
で
あ
る
。
外
国
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
が
、
自
筆
方
式
が
そ
の
外
国
の

立
法
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
自
筆
方
式
で
遺
言
す
る
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
眼
か
ら
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
、

-02回目白巾間巳
R
E
B
は

反
対
す
る
の
か
っ
。
否
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
一
0
2印
「
内
向
芹

R
Z
B
則
は
任
意
的

(
P
2
-
Z
E
)
の
性
格
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
0

フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
で
そ
の
外
国
の
法
に
従
つ
で
し
た
行
為
を
、
ー
ー
そ
の
外
国
法
が
フ
ラ
ン
ス
法
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も

ー

i
方
式
に
つ
い
て
、
有
効
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
そ
う
す
る
し
か
な
い
。
自
分
の
行
為
が
と
の
国
で
援
用
さ
れ
る

か
知
る
べ
く
も
な
い
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
、
外
国
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
叶
う
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
彼
の
行
為
が
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
援
用
さ
れ
る
と
き
、
彼
の
行
為
が
彼
が
存
在
し
た
国
の
法
に
叶
わ
な
い
と
苫
情
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
?
。
第
九
九
九
条
は

こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

-
D
2
2白
内
尚
昆
月
Z
B
則
の
真
正
の
例
外
で
は
な
い
。
こ
れ
を
対
人
規
則
に
つ
な
げ
る
必
要
は
な
い
。

右
の
セ
エ
ヌ
民
事
裁
判
所
の
判
決
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
自
筆
遺
言
に
関
す
る
破
棄
院
の
判
例
、
な
か
ん
ず
く
一
八
四
七
年
八
月

二
五
日
判
決
(
り
白
一

-2・
5
2
r
N寸
ω)
と
合
致
す
る
。
ォ
ル
レ
ア
ン

(
控
訴
)
法
院
は
一
八
五
九
年
八
月
四
日
判
決
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
フ
ラ
ン

ス
で
し
た
自
筆
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
で
有
効
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
そ
こ
で
は
特
別
な
こ
と
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
は
自
筆
遺
言
を
許

さ
な
い
に
止
ま
ら
ず
厳
格
に
外
国
に
お
い
て
は
公
正
証
書
に
よ
っ
て
し
か
終
意
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

第
九
九
二
条
)
と
し
て
い
る
こ
と



が
あ
っ
た
。
オ
ル
レ
ア
ン
法
院
は
、
対
人
規
則
が
個
人
を
そ
の
在
る
と
こ
ろ
に
追
跡
す
る
と
し
て
も
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
者
の
能
力
の
範
囲
の
た

め
で
あ
っ
て
、
行
為
の
外
側
の
方
式
お
よ
び
厳
粛
さ
は
行
為
が
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
決
定
的
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
本
国
法
が
そ
う
い
う
場
合
を
予
定
し
た
の
だ
か
ら
、
な
に
か
特
殊
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
九
九
二
条
の
規
定
は
、

ど
こ
で
で
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
真
正
の
無
能
力
を
オ
ラ
ン
ダ
人
の
負
担
に
ま
で
創
造
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の

か
?
。
そ
の
事
件
に
つ
い
て
公
益
代
表
者
が
述
べ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

(5) 

ブ
ラ
ッ
セ
ル
民
事
裁
判
所
一
八
八
六
年
七
月
一
一
一
日
判
決

(
2
5
2・H
∞
∞
ブ
℃
ム
ゆ
印
)
。

判
決
要
旨
か
ら

l
l行
為
の
非
本
質
的
(
巾

H
Zロ
包
宮
内
)
な
方
式
と
資
格
付
与
的
な
本
質
的
な
(
5
5
=日

Z
己
巾
)
方
式
を
混
同
し
な
い
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
後
者
は
契
約
を
す
る
偶
人
の
能
力
(
円
白
志
向
忘
)
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
に
と
っ
て
外
国
に
お
い
て
そ
れ
(
そ
の
個
人
)

を

追
跡
す
る
真
正
の
対
人
規
則
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
は
、
内
国
人
が
外
国
で
し
た
遺
言
が
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
資
格
付
与
的
な
本
質
的
な
方
式
を
定
め
る
。

遺
言
に
諜
せ
ら
れ
た
公
正
証
書
性
は
た
ん
な
る
証
書
の
方
式
で
あ
る
の
で
は
な
く
遺
言
の
有
効
性
そ
の
も
の
の
条
件
を
成
す
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件

の
本
質
的
な
(
町
田
∞
2
5
-
r
)
力
は
国
際
法
の
規
則
八
円
。
円
=
凹
『
ぬ
伺
芹

R
Z
E
V
に
よ
っ
て
無
力
に
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

付
|
|
右
の
判
決
要
旨
に
以
下
の
よ
う
に
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る

5
5
2
-
E∞叶
-
Z
S
)。

外
国
で
さ
れ
た
遺
一
言
の
有
効
性
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の

τ
z
g色
〔

0
5
2
の
こ
と
で
あ
る

1

1
筆
者
〕
一
八
八
三
年
、
六
一
三
頁
、
一
八
八
四
年
、

四
O
五
頁
お
よ
び
一
九
二
頁

l
l
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
、
一
八
八
四
年
、
三
五
九
頁
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
立
法
お
主
可

E
E
-
-
一
八
八
四
年
、
五
四
九
頁
、

イ
タ
リ
ア
の
判
例
1
1
1

一
八
八
三
年
、
一
二

O
頁
、
一
八
八
六
年
四
五
賀
、
イ
ギ
リ
ス
の
立
法

l
i
一
八
八
七
年
、
一
回
一
頁
、
チ
リ
の
立
法
を
み
よ
。

北法48(3・30233

(6) 

ジ
エ
ノ
パ
控
訴
院
一
八
九
一
年
八
月
四
日
判
決

(
C
5
2・H
∞
ψ
ω

・
司
包
印
)

0

オ
ラ
ン
ダ
人
が

一
八
八
三
年
一

O
月
=
二
日
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
自
筆
方
式
で
遺
-
百
(
妻

S
を
相
続
人
と
す
る
旨
の
さ
き
の
遺
持
け
を
撤
回
し
別



説

人
C
女
が
利
益
享
受
を
す
る
遺
言
)
を
し
た
。
遺
一
百
者
は
ジ
エ
ノ
パ
で
死
ん
だ
。

S
女
が
こ
の
自
第
十
方
式
の
遺
品
目
に
つ
き
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二

ヨ壬'h、
E岡

判
旨
|
|
右
第
九
九
二
条
の
禁
止
の
目
的

(σ

豆
は
、
争
い
の
余
地
な
く
、
特
に
自
筆
方
式
を
用
い
る
場
合
に
心
配
す
べ
き
脱
着
と
入
れ
智
恵

北法48(3・32)234

条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

の
危
険
に
対
し
オ
ラ
ン
ダ
人
を
庇
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
い
う
た
て
ま
え
か
ら
、
第
九
九
二
条
は
、
能
力
(
円
右
足
早
と
を
制
限
す
る
規
定
で

あ
り
外
国
に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
を
追
跡
す
る
規
定
で
あ
る
。
論
ず
べ
き
は
行
為
の
方
式
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
九
条
に
従
え
ば
、

用
い
ら
れ
た
方
式
は
行
為
が
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
り
詐
さ
れ
る
も
の
で
足
り
る
、
と
い
う
反
較
は
無
益
で
あ
る
。
し
か
も
、

-
c
n
5
5宮
門
出

n
g
g
則

は
い
く
つ
か
の
例
外
を
許
す
。
通
説
に
従
え
ば
、
こ
の
規
則
の
適
用
は
、
契
約
者
ま
た
は
処
分
者
の
本
国
法
が
定
め
ら
れ
た
こ
れ
こ
れ
の
方
式
の
使

用
を
聞
く
禁
止
す
る
場
合
に
は
、
熔
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
帰
依
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
の
第
九

条
で
は
な
く
第
六
条
で
あ
る
。
本
件
の
遺
言
を
無
効
と
宣
言
す
る
。

付
ー

l
こ
の
判
決
に
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
大
多
数
の
学
者
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
と
の
注
で
、
文
献
が
六
点
引
用
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
の
、
当
時
の
第
六
条
お
よ
び
第
九
条
の
原
文
を
ま
だ
見
る
に
主
っ
て
い
な
い
。

可

4

判
旨
1

1
オ
ラ
ン
ダ
人
が
、
ベ
ル
ギ
ー
で
、
ベ
ル
ギ
ー
の
立
法
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
自
筆
方
式
に
よ
り
、
し
た
遺
言
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、

ト
リ
ノ
破
棄
院
一
八
九
二
年
四
月
一
二
日
判
決
(
ロ
ロ
ロ
2
・

5
宏-℃

ζ
∞ω)
。

外
国
に
在
る
オ
ラ
ン
ダ
国
民
に
公
正
証
書
方
式
以
外
の
方
式
に
よ
り
遺
言
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
違
反
し
て
、
無
効

と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

立す {τt 

t l 
し」
ムの

ぞ却
E福
~L 絞

た""
E皮
訴事ご Il: 

事尺
]L l 
てん
を J
楽時

型業
:院
心、は

と、
あff)

モ判
決

よ

一
八
九
一
年
八
月
四
日
の
ジ
エ
ノ
パ
控
訴
院
の
判
決

(
2
5
2
-
Z
E
e
-
w印
印

)

(8) 

同ぷ

--2い
(
(
い
-
=
ロ
巾
円
a

H
∞
匂
品
・
司
e

叶

N
N



オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
関
す
る
部
分
の
み
を
紹
介
す
る
。

こ
の
規
定
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
国
際
の
法
律
で
あ
る

-cE印
『
巾
聞
広

R
E
E
別
に
抵
触
す
る
。
一
三

5

3宮
門

R
Z
S
則
が
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
適
用

が
あ
る
こ
と
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
入
が
外
国
で
第
九
三
五
条
を
欺
い
て
(
巾
ロ
マ

E
母
号
脱
法
し
て
)
し
た
遺
言
を
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
無
効
と
す
る

こ
と
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
外
国
に
お
い
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?
。
学
説
・
判
例

の
多
数
は
ひ
と
し
く
こ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
。
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
多
数
説
は
、
国
際
私
法
の
も
っ
と
も
安
定
し
た
規
則
の
一
つ
を
、
オ
ラ
ン
ダ

の
立
法
者
の
意
思
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
数
説
は
、
外
国
で
遺
言
を
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
行
為
が
ど
の
法
的
体
制
に
服
す
る
か
を

き
め
る
と
い
う
世
話

(
r
M
2ロ)

は
オ
ラ
ン
ダ
法
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
国
際
私
法
の
管
轄
に
属
す
る
、
こ
れ
に
閲
し
て
各
国
は
、
自

己
固
有
の
光

(
Zヨ
芯
『
豆
、
自
己
固
有
の
確
信
に
し
か
|
1
た
と
い
、
国
籍
の
点
で
自
己
と
異
な
る
人
の
利
害
関
係
が
問
題
で
あ
る
と
き
で
さ
え

も
|
|
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
反
省
熟
慮
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
だ
か
ら
、
第
九
九
二
条
の
条
文
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

筆
方
式
で
外
国
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
し
た
遺
一
一
一
円
は
、
そ
の
祖
国
の
管
轄
裁
判
所
以
外
の
す
べ
て
の
管
轄
裁
判
所
の
前
で
は
有
効
で
あ
る
と
み
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
評
価
す
る
。

(9) 

ま
と
め

l
l
オ
ラ
ン
ダ
人
の
外
国
で
の
そ
の
外
国
で
許
さ
れ
て
い
る
自
筆
方
式
の
遺
討
は
そ
の
外
国
で
は
有
効
か
。
有
効
説
無
効
説
が
、
右

に
紹
介
し
た
文
献
の
範
囲
で
は
相
半
ば
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
大
多
数
の
学
説
判
例
は
一
九
附
紀
後
半
に
は
、
無
効
説
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い

(ヨ
O
「
タ
ジ
エ
ノ
パ
控
訴
院
、
百
}-2
参
照
)
。
対
立
点
は
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
規
定
を
対
人
規
則
と
み
る
か
百
か
で
あ
る
。
対
人
規
則
と

み
る
こ
と
が

z
n
E
『
a
E
R
Z
B
と
適
用
範
囲
を
別
に
す
る
か
、
そ
の
例
外
と
す
る
か
、

も
付
随
の
論
埋
で
あ
っ
た
。

-
2
5
2問
毘

R
Z
E
が
主
権

を
基
底
と
す
る
か
も
問
題
と
さ
れ
た
。

5 

セ
エ
ヌ
裁
判
所
一
九
二
七
年
二
月
一
九
日
判
決
(
ロ
ロ

=z・
5
N∞
・
弓
叶
)
。

事
実
1
1
1
オ
ラ
ン
ダ
人
男

Z
2唱
ロ
が
、

フ
ラ
ン
ス
で
、

一
九
一
七
年
五
月
一
目
、
自
筆
遺
・
一
け
を
作
成
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
公
証
人
に
寄
託
し

a 

北法48(3・33)235



説

た
。
遺
言
は
妻
(
未
亡
人
)
に
包
括
遺
贈
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

o
C
2耳
ロ
の
異
父
姉
妹
∞
斥

E
Z
が
オ
ラ
ン
ダ
法
上
唯
一
の
相
続
人
で
あ
る
と
主

張
し
た
。

一
九
一
八
年

Z
2宅
ロ
死
亡
。

一
九
二
六
年
四
月
三
日
セ
エ
ヌ
裁
判
所
は
、
∞

R
E
Z
が
法
定
期
間
内
に
必
要
の
手
続
を
し
な
い
の
で
、

論

。
5
5
2
を
遺
産
の
管
理
人
と
し
た
。
宮
内
匡
垣
門
戸
未
亡
人
は
一
九
二
六
年
五
月
二

O
日

CE--σ2
に
対
し
遺
贈
の
目
的
物
の
引
渡
し
を
訴
求
し
た
。

。ロ

5
2
は
遺
言
の
無
効
を
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
遺
言
を
無
効
と
し
た
。

b 

判
決
要
旨
|
|
①

-
0
2
:巾岡戸片山内
g
g
則
は
、
国
際
慣
行
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
普
通
的
に
受
存
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
一
切
の

法
律
行
為
ま
た
は
証
書
行
為
は
行
為
が
結
ば
れ
、
な
さ
れ
ま
た
は
作
成
さ
れ
た
地
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
②
こ
の
規
則
は
、
封
建
制
の
諸
観
念

に
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
す
で
に
長
き
に
わ
た
り
強
行
性

(
5
1『
芸
〈
巾
)

を
失
っ
て
い
る
。
③
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
三
条
が
フ
ラ
ン
ス
に
在
る

外
国
人
を
フ
ラ
ン
ス
の
主
権
の
下
に
お
く
の
は
た
だ
讐
祭
と
安
寧
の
法
に
関
し
て
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
第
三
条
の
規
定
は
、
公
序
に
反
す
る
こ
と

な
し
に
行
為
の
方
式
を
統
御
す
る
法
に
延
長
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
④
し
た
が
っ
て
、
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
自
国
の
法
に
よ
り

統
御
さ
れ
る
方
式
で
遺
言
を
有
効
に
な
す
こ
と
が
で
き
、
同
じ
く
、

フ
ラ
ン
ス
人
は
、
外
国
で
、

そ
の
外
国
法
が
自
筆
遺
一
一
白
を
認
め
な
く
て
も
、
自

筆
方
式
で
遺
言
す
る
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
に
よ
り
許
さ
れ
る
。
⑤
外
国
で
公
正
証
書
以
外
で
遺
言
を
す
る
こ
と
を
オ
ラ
ン
ダ
人
に
禁

止
す
る
オ
ラ
ン
ダ
法
は
遺
言
者
の
能
力
の
制
限
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
様
態
(
自
主
巾
)
を
禁
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
⑤
オ
ラ

ン
ダ
法
は
、
現
実
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
外
国
で
し
た
遺
一
一
百
の
非
本
質
的
な
(
巾
見
『
5
忠
告
巾
)
方
式
を
統
御
す
る
も
の
で
、
対
物
規
則
(
己
主
ロ
ご
主
)

に
属
し
な
い
と
同
じ
く
対
人
規
則
に
も
属
せ
ず
、
た
ん
に
一
。

2
印
『
巾
四
芦
田
円
E
E
則
に
制
限
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
⑦

-02日「内何回門
R
Z
B
則
は
絶

対
の
も
の
で
は
な
く
公
序
で
も
な
い
か
ら
、
外
国
法
は
、

そ
の
判
断
を
す
る
権
能
を
自
ら
の
み
が
も
っ
と
こ
ろ
の
理
由
に
基
づ
き
、
自
国
民
に
、
在

住
す
る
固
に
お
い
て
慣
用
さ
れ
る
遺
言
の
様
式

(
E
D
E
Z
片品目)

を
禁
止
す
る
権
利
を
有
し
、
よ
っ
て
絶
対
的
な
し
か
た
で

Z
Z
M
月
間
呂
田
三
ロ
ヨ
則
を

除
く
権
利
を
有
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
一
二
八
条
が
フ
ラ
ン
ス
に
在
る
不
動
産
に
つ
い
て
の
抵
当
権
設
定
合
意
に
つ
い
て
こ
の
芯
円

5
2問
芹

R
Z
E
則
を
除
く
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
⑧
オ
ラ
ン
ダ
法
は
そ
の
国
民
が
外
国
で
す
る
遺
言
の
有
効
性
(
〈
白

E
Z
)
の
本
質
的
な

(
2
2ロ巴巾一一巾)
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条
件
と
し
て
公
正
証
書
の
方
式
を
要
求
す
る
。
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
法
の
絶
対
的
な
(

{

O

吋
ヨ
己
主
規
定
が
存
す
る
と
き
は
、

フ

ラ

ン

ス

で

「

巾

巾

ロ

当

ロ

に

よ

り
自
筆
方
式
で
さ
れ
た
遺
言
は
有
効
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
無
効
(
口
三
)

で
あ
る
。

6 

∞mw
『
巴
ロ

-
F
h凶
【

]
0
2い
『
一
口
市
広
市
印

D
E白
-
-
『
』
向
山
門
戸

O
口

出

巾

門

的

内

田

「

巾

℃

℃

O
「
汁
回
国
〈
巾
円
-
巾
門
出
『
出
円
栄
町
吋
巾
ロ
伊
丹
戸
。
口
出
-
巳
己
円
。
ロ
ロ
同
庁
仏
司
印
戸

O
目
印
(
同
州
市
内

E
2
-
ι
巾
印

円
。
己
「
凹
e
H
ψ
ω
c
i
H
)

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
関
す
る
叙
述
は
五
七
五
頁
か
ら
五
七
八
百
(
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
を
紹
介
す
る
。

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
思
想
は
こ
う
で
あ
る
。
遺
一
一
一
U
の
自
筆
方
式
は
、
遺
言
を
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
重
大
な
危
険
を
ひ
き
起
こ
す
も
の

で
あ
る
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
法
は
そ
の
所
属
国
民
に
自
筆
方
式
で
遺
言
す
る
こ
と
の
一
種
の
無
能
力
を
課
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
禁
止
の
規
定
は
オ
ラ

ン
ダ
法
に
と
っ
て
、
対
人
規
則
の
規
定
が
作
用
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
禁
止
規
定
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
と
っ
て
は
、
別

な
い
い
か
た
を
す
れ
ば
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
外
国
に
在
る
オ
ラ
ン
ダ
人
を
追
跡
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
遺
一
一
H
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
に
よ
り
無
効
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
遺
言
が
さ
れ
た

国
の
裁
判
所
で
は
ど
う
か
。
そ
の
国
で
は
、
か
か
る
遺
一
古
川
の
効
力
(
有
効
性
)

の
問
題
は
方
式
の
問
題
と
|
|
定
義
の
上
で
対
人
規
則
の
問
題
と

全
く
関
係
の
な
い
、
法
律
行
為
の
方
式
の
問
題
と
|
|
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
法
性
決
定
の
紙
触
が
再
発
す
る
。
そ
の
国
で
は
、

そ
の
国
の
裁
判
所
に
と
っ
て
、
場
所
の
法

co--O内
田

Z
I
-
-
事
案
で
は
フ
ラ
ン
ス
法

l
l
l
の
適
用
と
付
人
法
1
1
i
事
案
で
は
オ
ラ
ン
ダ
法

l
l

の
適
用
の
聞
で
選
択
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、
場
所
の
法
の
適
用
へ
と
導
く
八
行
為
の
方
式

V
と
い
う
法
性
決
定
と
対
人
規
則
の
適

用
へ
と
導
く
八
遺
一
言
を
す
る
能
力

V
と
い
う
法
性
決
定
の
間
で
選
択
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
の
法
性
決
定
が
相
対
立
し
、
そ
の
結
果
が
相

北法48(3・35)237

対
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
対
立
は
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
方
式
の
問
題
は
あ
る
日
恒
度
に
お
い
て
対
人
規
則
に
依
存
す

る
こ
と
を
あ
る
程
度
に
お
い
て
認
め
る
。
自
筆
遺
言
の
効
力
の
こ
の
問
題
を
方
式
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
つ
つ
、
無
効
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
解
決
を
、



説

オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
遺
言
が
論
議
さ
れ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
水
認
す
る
。
右
の
よ
う
な
遺
一
け
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン

ダ
に
お
け
る
と
同
様
に
、
無
効
と
考
え
る

(的色門戸巾・

5
8
E
S
o
u
-
2
5
2・
5
2
5め
〔
前
倒

4
〕・

2
5
冷

2
5
N吋
-
Q
5
2
-
S
N∞
き
斗

論

〔
斗
(
)
斗
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
〕
〔
前
掲

5
〕)
0

こ
れ
は
、
も
は
や
、

ア
ル
ジ
エ
控
訴
院
判
決
〔
一
八
八
九
年
二
一
月
二
四
日
、

0
5
2
4
E
E
H
H
戸

前

稿

事

例

7
〕

の
解
決
で
は
な
い
。
ア
ル

ジ
エ
判
決
は
法
性
決
定
の
問
題
の
途
に
私
を
置
い
た
の
で
あ
っ
た
o

も
し
、
こ
こ
で
〔
自
作
木
造
古
の
こ
と
で
〕

ア
ル
ジ
エ
判
決
の
解
決
を
適
用
す
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
で
あ
る
遺
言
者
の
人
的
能
力
(
円
白
百
合
芯
官
3
0口口市}}巾)
の
問
題
で
は
な
く
、
行
為
の
方
式
の
問
題

で
あ
り
、
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
作
ら
れ
て
お
り
、

-
C
門
口
出
『
巾
包
同
月

zg
で
あ
り
、
そ
の
遺
一
一
日
は
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
生
存
配
偶
者
の
相
続
上
の
も
し
く
は
夫
婦
(
財
産
)

の
権
利
の
問
題
に
つ
い
て
の
ア
ル
ジ
ェ
性
訴
院
の
解
決
と
自
筆
遺
一
一
討
の
有
効
性

の
問
題
に
つ
い
て
の
セ
エ
ヌ
裁
判
所
の
解
決
、
こ
の
二
つ
の
解
決
の
違
い
は
と
ん
な
こ
と
か
ら
成
っ
て
い
る
か
を
よ
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
決
は
異
な
る
。
し
か
し
、

ι
2
E
S
(教
義
)

冒
頭
の
法
性
決
定
、

す
な
わ
ち
抵
触
の
解
決
を
生
む
も

は
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

の
は
、
同
じ
ま
ま
で
あ
る
。
セ
エ
ヌ
裁
判
所
の
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
、

ア
ル
ジ
エ
判
決
と
全
く
同
じ
く
、
難
事
の
法
性
決
定
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
に

よ
り
遂
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
行
為
の
性
質
づ
け
の
形
で
あ
る
(
円
am
印
二
申
告
白
一

5
2
5口
{
C
『
包
巾
巳
何
回
目
円
序
回
)
。

た
だ
、
場
所
の
法
す
な
わ
ち
遺
言
が
な
さ
れ
た
場
附
の
法
1
|
そ
れ
は
遺
一
一
H
の
有
効
を
も
た
ら
す
1
1
の
適
用
に
導
く
か
わ
り
に
、
行
為
の
か

か
る
性
質
づ
け
の
形
が
対
人
規
則
1
1
そ
れ
は
無
効
を
も
た
ら
す

l
l
の
適
用
に
導
く
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
程
度
|
|
ど
の
程

度
か
を
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
1
1
に
お
い
て
、
方
式
の
問
題
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
対
人
規
則
に
属
す
る
1
1
1
そ
の
理
白
は
、
長
く
な
る
の

で
こ
こ
で
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
|
|
こ
と
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
〔
そ
の
理
由
、
}
そ
重
要
で
あ
る

l
i
筆
者
〕
。

注

l
l
l
E『
t
p
o
i
-
E百
o
g
E一
正
巳
が
『

2
巾
「
主
即
日
戸
右
足
Z
E
口
伝
P
E
C
2
ι
命的円。ロ『一回片山門同
Z
C
Z
(
C
g
m
F
H∞
2
・司

NN印
)
O

F
Eロ
は
右
論
文
の
第
二
二
九
頁
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
問
題
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。
要
宵
を
制
介
す
る
。
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オ
ラ
ン
ダ
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
自
筆
方
式
の
遺
一
一
一
回
は
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
方
式
に
お
い
て
有
効
か
?
。
答
え
は
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条

の
禁
止
が
ど
う
い
う
法
性
を
も
つ
か
に
依
存
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
こ
の
禁
止
を
対
人
規
則
に
結
び
つ
け
、
こ
の
禁
止
に
能
力
の
規
則
を
認
め
る
な
ら
ば
、

そ
の
遺
言
は
無
効
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
自
筆
方
式
で
遺
言
を
す
る
こ
と
の
無
能
力
は
遺
一
言
を
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
人

を
追
跡
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
こ
の
禁
止
を
法
律
行
為
の
方
式
の
規
則
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
遺
言
は
有
効

で
あ
ろ
う
|
|
遺
言
の
方
式
は
必
要
的
に
そ
の
作
成
の
地
の
法
に
依
存
す
る
と
仮
定
し
て

l
l。
と
い
う
の
は
遺
一
百
地
の
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
は
自
筆
方
式

を
許
す
か
ら
で
あ
る
。
以
上
。

オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
は
、
自
然
な
こ
と
な
が
ら
、
前
者
の
考
え
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
前
者
の
い
み
の
判
決
と
後
者
の
い
み
の
判
決
を
も
っ
。
し
か
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
の
あ
い
だ
に
見
解
の
相
違
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
難
し
き
の
絞
心
で
あ
る
の
は
右
第
九
九
二
条
の
禁
止
の
法

性
決
定
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
物
語
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

自
筆
遺
言
の
法
性
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、

-
S
Z『門的。ロ

(
n
E
E円丹市「
5
c
cロ
5
5
m
gロロ

E
C『
Z
5
4
5
8
)
の
叙
述
を
手
掛

り
と
し
て
資
料
を
集
め
て
こ
れ
を
分
析
す
る
。
河

$
2
Z
S
を

選

ん

だ

の

は

り

-
2可

(
]
-
5
5
i
E
E
)
が
引
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。

3
b
)

に
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
は
、
彼
が
引
用
す
る
文
献

河
$
2
3
2
の
叙
述
は
い
ち
お
う
前
稿
(
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」
、
四
(
事
例

4
)

の
内
容
を
も
紹
介
し
て
で
き
る
だ
け
詳
し
く
分
析
す
る
。

第
一
次
法
性
決
定
を
マ
ル
タ
人
婚
姻
の
ケ

l
ス
で
も
っ
て
論
ず
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
同
じ
く
、
第
二
次
法
性
決
定
を
オ
ラ
ン
ダ
人

(
3
)
 

の
自
筆
遺
言
の
ケ

1
ス
で
も
っ
て
論
ず
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
後
者
は
、
切
白
三
百
が
法
性
の
問
題
を
意
識
し
た
第
二
の
例
で
あ
っ
た
。
〔
以
上
、

北法48(3・37)239 

2 
二
三
五
頁
。
注
番
号
は

moσ
ミ
Z
S
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
〕
。



説

(
3
)
(
Z
S
)
0
5
2
N
N。
・
〔
周
忌
巾
『
Z
S
の
注
の
原
文
で
あ
る
。
以
下
同
じ
〕
l
|
|
こ
れ
は
、
∞

R
5・
F
-
4
5
-
5
E
H
F
-
Z芯
与
出
吋
『
2
q
u
一
白
山
口
宅
5
3
5口

止
命
出

2
2
2
ι
2
円。出口
M
Z
号

-05
で
あ
る
。
そ
の
第
二
二
九
百
の
叙
述
は
、
前
掲
ニ
6
に
紹
介
し
た
。

言命

3 

遺
言
の
能
力
は
、
動
産
に
関
し
て
は
、
死
者
の
対
人
法
(
℃
巾
吋
印
。

E
二
担
当
)
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
、
た
だ
し
、
遺
言
の
方
式
(
円
。
『
呂
田
Z
丘
町
田
)
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た
抵
触
法
の
規
別
で
あ
る
。

は
一
。

2ω
吋
巾
包
丹
田
口

Z
B
則
の
下
で
、
遺
言
が
な
さ
れ
た
場
所
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
こ
れ
が
大
陸

(gロ
江
口
吉
片
)
で
一
般
に
承
認
さ
れ

一
八
二
九
年
の
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
第
九
九
二
条
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
は
、
外
国
に
在
っ
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
法
が

(
4
)
 

以
外
で
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
。
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
フ
ラ
ン
ス
に

定
め
る
公
正
証
書
方
式
(
同

0
5巾白
E
Z皇
室
巾
)

お
い
て
フ
ラ
ン
ス
法
の
方
式
に
従
っ
て
い
る
自
筆
遺
言
を
作
る
と
想
定
し
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
こ
れ
を
有
効
と
す
る
か
は
た
ま
た

無
効
と
す
る
か
?
。
能
力
は

(
遺
言
者
の
本
国
法
と
し
て
)

オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
、
方
式
(
問
。
『

E
E
2
2
)
/;;!: 

(-C2印『巾四一戸片山門
Z
E

則
の
下
で
)

フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
効
果
(
え
な
え
)
ふ
i
O
L
A「
合

唱

、

l
y
p
u
 

か
と
い
う
問
題

(
2
5
2
5ロ
)
が
な
お
残
っ
て
い
る
。
答
え
は
、

そ
の
問
題
が
能
力
の
問
題

l
l
l
そ
う
で
あ
る
と
き
は
オ
ラ
ン
ダ
法
が
適
用

か
に
か
か
る
、

さ
れ
よ
う
|
|
と
み
ら
れ
る
か
、
方
式
の
問
題
|
|
そ
う
で
あ
る
と
き
は
フ
ラ
ン
ス
の
規
則
が
統
御
す
る
で
あ
ろ
う
ー
ー
ー
と
み
ら
れ
る

(
5
)
 

と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
を
二
者
択
一
と
す
る
こ
と
は
、

」
の
問
題

f
g
u
r
E
に
お
け
る
論
点
を

正
確
に
表
示
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
以
上
、
二
三
六
頁
〕
。

(
4
)
【?白
E
F「
ヨ
包
mw

円ぺ

R
g
E
H口
問

g
s
z
z
-
Rご
W
2
5・

(5)
印

2
∞
R
5
-
(同∞ゆ斗
)
0
5
2
N
S
-
g♀
(
目
。
ω
C
H
)
F
E
E
Z
E
n
2
3
目
立
ー
=
ー

l
二
っ
と
も
前
掲
ニ
6
に
紹
介
し
た
。

4 

オ
ラ
ン
ダ
法
の
右
規
定
は
、
明
ら
か
に
能
力
の
規
別
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
方
式
の
規
別
で
あ
る
の
で
も
な
く
、

た
ん
に

明
示
の
禁
止
で
あ
る
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
法
は
、

オ
ラ
ン
ダ
人
は
規
定
さ
れ
た
方
式
で
し
か
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
、
こ

れ
が
能
力
の
規
則
、
方
式
の
規
則
ま
た
は
そ
の
他
の
規
則
か
と
う
か
を
種
別
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
こ
の
禁
止
は
絶
対
的

g
g
o
Z斥
)

な



の
で
あ
る
。
〔
以
上
、
二
三
六
頁
〕
。

5 

∞
m
n
r
m
R
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
禁
止
は
、
能
力
の
規
別
で
あ
る
に
は
程
遠
く
、

オ

ラ

ン

ダ

国

民

が

作

成

し

よ
り
通
例
の

-
0
2
2
d間
同
片
山
内

E
ヨ

則

に

よ

る

代

わ

り

に

、

対

人

法

(UR∞
6
5二
曲
者
)
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
オ
ラ
ン

(
6
)
 

ダ
法
が
述
べ
る
と
い
う
形
式
で
、
白
丘
町

P
2
5
ユ
2
2
0ご
担
当

E
Z
〔
異
な
る
別
の
(
国
際
私
)
法
規
則
を
選
択
し
た
こ
と
〕
に
帰
す
る
。

た
遺
言
の
方
式
は
、

〔
以
上
、
二
三
六
頁
〕
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)

(6)
∞
2
r
m淳
一
日
切
-
ペ
∞
戸
吋
ω
・三
-
1
1
6
こ
れ
は
、
項
目
山

F
円
r
E
e
叶

Z
宮

2
5ロ
。
『
円
吉
田

5
2
5ロ
(SCE--『呂田
5
5
5
宝
〈
白
門

2
5
q
E
E
E
-
2
-

F
E
M
F
J門
市
民
∞
c
c
r
。
ニ
ロ

Z
E
E。ロ白}戸、三戸
)
2
-
H
ψ
ω
ム
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
七
三
頁
に
あ
る
注
ー
を
そ
の
本
文
と
と
も
に
紹
介
す
る
。

外
国
法
の
規
則
(
コ
乙
め
)
を
分
類
す
る
さ
い
に
、
そ
の
規
則
が
、
こ
れ
を
そ
の
法
体
系
の
一
部
と
す
る
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
す
で
に
分
類
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
裁
判
所
が
、
事
件
を
決
す
る
の
に
自
由
な
立
場
に
あ
っ
て
、
一
般
的
な
(
向

3
2と
)
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て

そ
れ
に
至
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
決
定
を
与
え
て
お
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
〔
以
上
、
七
二
頁
〕
o

そ
う
い
う
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
外
国
の
規
則
を

分
類
す
る
に
当
た
り
、
外
国
が
自
分
の
規
則
に
つ
い
て
す
る
分
類
に
大
き
な
比
重
を
置
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
の
分
類
が
一

般
的
な
原
則
(
司
コ
ロ
円
玉
巾
印
)
に
反
し
て
い
る
と
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
が
考
え
る
と
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
が
外
国
の
分
類
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
と
は
私
は
考

(
1
)
 

え
な
い
c

(
1
)
し
か
し
、
実
際
に
は
、
多
く
の
ケ
!
ス
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
自
身
の
法
の
規
則
を
、
科
学
的
根
拠
に
蒸
づ
い
て
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
。
と
い
う
の
は
、
規
則
の
適
用
は
明
文
の
制
定
の
規
定
に
よ
っ
て
明
瞭
に
決
め
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
こ
の
規
定
に
そ
の
一
般
的
な
原
則
と
の
適
合
を
考

慮
す
る
こ
と
な
く
単
純
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有
名
な
例
を
あ
げ
よ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
第
九
九
二
条
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
ド
イ

ツ
に
お
い
て
自
筆
方
式
で
遺
言
を
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
は
、
こ
の
自
筆
方
式
が
ド
イ
ツ
で
は
遺
言
作
成
の
た
め
の
本
来
の
方
式
で
あ
っ
て

も
な
く
て
も
、
た
ん
で
き
に
こ
の
条
文
を
適
用
し
て
当
該
遺
一
一
百
を
無
効
と
判
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民

は
外
国
に
お
い
て
公
正
証
書
方
式
以
外
で
有
効
な
遺
言
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
規
定
が
能
力
に
関
す
る
ル

1
ル
か
方
式
に
関
す
る
ル

i
ル
か
を
、
も
し

く
は
、
そ
う
い
う
ル

l
ル
が
国
際
私
法
の
通
常
の
原
則
に
合
致
し
て
い
る
か
い
な
い
か
を
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
国
際
私
法
の
規
則
は
以
下
の
通
り
。
同
遺
言
作
成
能
力
お
よ
び
遺
一
訂
に
よ
り
処
分
で
き
る
財
産
の
最
は
対
人
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
川
遺
一
一
白
の
方
式
は
、

北法48(3・39)241 



説

遺
言
者
の
対
人
法
が
ど
う
で
あ
れ
、
芯
同

RZω
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
以
上
の
根
拠
に
立
ち
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
現
実
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
国

民
が
し
た
自
筆
遺
言
を
有
効
な
遺
言
と
判
示
し
た
。
か
く
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
と
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
聞
に
抵
触
が
存
す
る
(
早
広
明
，

g
呉
市
口
氏
E
P

4
3島田口円命的ロ
O
ロ
2
=
g
含

ι
『O
同門戸口芯『

B
E
D
S一
司
コ
芯
J

閉
め
口
口
何
回
一
号

F
g庶
E
Z
含

ι「
DM士ロ門司「口出門戸。口出}・

5ωca〈

o--戸
3
N
A
H吋

ω品
目
出
を
み
よ
)
。
こ
の
抵

触
は
、
し
か
し
、
私
に
は
、
法
性
分
類
(
円

E
E
P
B。
ロ
)
の
相
違
か
ら
で
は
な
く
、
国
際
私
法
の
規
則
を
異
に
す
る
関
係
二
固
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
相
異
な
る

規
則
の
適
用
か
ら
生
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
法
は
(
と
も
か
く
も
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
遺
言
が
関
係
す
る
限
り
)
た
ん
に
遺
言
者
の
能

力
を
だ
け
で
な
く
遺
言
の
方
式
を
も
対
人
法
に
服
せ
し
め
、
ド
イ
ツ
法
は
方
式
を

-
Z
E円
Z
凹
に
服
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
事
実
(
私
は
そ
う
だ
と
は
考
え

な
い
の
だ
が
て
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
が
、
一
歩
進
ん
で
、
第
九
九
二
条
の
右
規
定
部
分
は
身
分
お
よ
び
能
力
に
関
す
る
ル
|
ル
で
あ
る
と
宣
-
一
目
し
た
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
私
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
法
性
分
類
を
拒
百
す
べ
き
権
利
資
格
を
完
全
に
有
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
該

規
則
〔
オ
ラ
ン
ダ
法
第
九
九
二
条
の
上
記
の
部
分
〕
は
明
ら
か
に
能
力
に
関
す
る
規
則
で
は
な
く
方
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
訟
は
思
う
の
だ
が
、
そ
う
で

あ
れ
ば
法
性
分
類
の
抵
触
が
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
(
こ
の
点
、

E
E白
E
Z宮
古
片
-
一
?
古
色

m
y
g巳
甘

Z
-
p
r
z安
田
・
と
比
べ
よ
)
。

北法48(3・40)242
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6 

す
く
な
く
と
も
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
ド
イ
ツ
で
し
た
自
筆
遺
言
の
有
効
を
、
作
成
の
地
の
法
の
方
式
が
具
備

(
7
)
 

そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
法
に
照
ら
し
〔
遺
言
者
の
〕
無
能
力
は
存
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
維
持
し
た
。

さ
れ
て
い
た
、

(
7
)
o
r
E
E
g
m
m
z
z
F
S
E
a
-
g
3
N
-
E
H叶
a
u
u
O「の

N匂印・
8
早

}
C
E
宮内『同

2
円
E
F
F
U・
5
4
E
ω
仏・

2
8品
)
弔
問
印
耳
目
白
|
|
前
者
は
一

5

b
に
お
い
て
紹
介
し
た
。

7 

し
か
し
な
が
ら
、

(8) 

よ
り
よ
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
匂
包
円
。
ロ

σ三
島
問
一
巾
が
示
唆
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
示
唆
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
遺
言
が
本
質
的
に

E
S
S
E
-
q
)
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
と
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
方
式
上

有

効

で

あ

る

か

ど

う

か

の

双

方

を

探

究

す

べ

き

も

の

で

あ

る

と

。

八

本

質

的

有

効

(55=日
】
門
〈
白

E
王
)
Vは
い

く

ぶ

ん

〈

能

力

V
よ
り
も

広
い
。
そ
し
て
、
問
題
の
遺
言
が
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
れ
ば
本
質
的
に
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、

ま
た
、

か
か
る
無
効
の
理
由
が
オ
ラ
ン
ダ
法
が
能
力
の

オ
ラ
ン
ダ
法
は
こ
の
よ
う
な
性
格
づ
け
を
採
用

規
則
と
性
格
づ
け
る
と
こ
ろ
の
規
則
で
あ
る
か
ど
う
か
を
探
究
す
る
ま
で
も
な
く
、

す
る
の
は
正
当
か
ど
う
か
を
探
究
す
る
ま
で
も
な
く
、
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
質
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
採
用
し



て
き
て
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
二
つ
の
機
会
に
お
い
て
、

か
か
る
自
筆
の
遣
一
一
一
一
ロ
の
有
効
性
を
、

そ
れ
が
遺
言
者

の
対
人
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
根
拠
と

Z
2印
Z
m
I
山内

Z
B
は
対
人
法
の
明
示
の
禁
止
の
前
に
道
を
該
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

9

)

(

叩
)

と
い
う
根
拠
に
基
づ
き
、
否
定
し
た
。
こ
れ
と
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
最
近
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
が
辿
っ
た
。

(8)
印
ω
「

ρ
閉め〈

N日
叶
喜
ロ
ミ

ω
Z
E
E
-
Z
【
宏
司
C
Z
E
-
-々
。
ご

Z
Z
M
C一5
8
(
忌
ω
士
【
【
)
同
ぬ

2
色
分
日

n
E
E
E
G
-
P
N
!
l
t
こ
の
注
に
掲
記
の

文
献
の
う
ち
、
前
者
の
み
を
紹
介
す
る
o
」

O
E
O
-よ
片

S
F「丘四巾
dhZ52mコ
N

白門戸。ロ』口円

z
n
S
2
2
。
『
「
担
当
日
-
↓

Z
E
t
J，
ρ
5
2
q
q
同
町
〈
吊
宅
〈
。
一
印
ω-

Zω
斗
宮
司
耳
目
ω-E何
回

目

z
n告
白
門
戸
円
一
可
〉
包
5
・
の
要
凶
日
を
掲
げ
る
。

自筆遺言の法性に関する議論については)

、
?

回
出
「
門
戸
口
が
、
彼
の
法
性
決
定
f
珊
の
説
明
の
中
で
用
い
た
第
三
の
例
は
フ
ラ
ン
ス
で
自
築
造
一
げ
を
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
と
い
う
右
名
な
ケ

l
ス
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

と
オ
ラ
ン
ダ
の
法
の
抵
触
の
規
則
は
、
能
力
は
本
国
法
に
よ
り
方
式
は
作
成
の
地
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

回
恒
三
百
は
、
遺
言
の
有
効
性
の
問
題
は
、
解
決
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
お
い
て
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
に
お
い
て
と
で
そ
れ
ぞ
れ
必
然
的
に
異
な
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
解
決
不
能

(HE。
zu主
で
あ
る
と
述
べ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
当
政
選
J
A

げ
は
、
問
題
が
方
式
の
事
柄
と
法
性
づ
け
ら
れ
て

当
該
遺
言
は
方
式
上
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
有
効
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
布
効
で
あ
る
。
他
万
に
お
い
て
‘
オ
ラ
ン
ダ
の
法
は
オ
ラ
ン
ダ
人
に
自
筆
の
遺
一
一
一
け
を
す
る

こ
と
を
、
本
国
に
お
い
て
で
あ
れ
外
国
に
お
い
て
で
あ
れ
、
禁
止
す
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
∞

R
Cロ
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
能
力
の
こ
と
が
ら
と
法
性
づ
け
ら

れ
て
、
当
該
遺
言
の
有
効
性
は
遺
言
者
の
本
国
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
法
は
当
山
政
造
一
ソ
乞
オ
ラ
ン
ゲ
に
お
い
て
無
効
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

{
回
)

は
∞
同
三
口
に
同
意
し
つ
つ
も
、
室
内
r
y
F
D
『
は
事
柄
が
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
能
力
の
一
事
柄
と
法
悦
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
4

内
定
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
で
さ
え
、
こ
の
例
に
か
か
る
法
性
決
定
の
問
題
の

E
2
5
の
扱
い
方
は
適
当
で
あ
る
と
は
忠
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
解
決
不
能
の
法
性
決

定
の
抵
触
が
あ
る
と
い
う
回
白
『
宮
口
の
見
解
に
従
う
こ
と
は
州
雑
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
問
題
へ
の
よ
り
よ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
当
仏
政
遺
バ
は
万
式
上
は
作
成
の
地
の

法
に
よ
り
有
効
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
本
国
法
に
よ
り
そ
れ
を
作
成
す
る
能
か
あ
る
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
当
該
泣
-
J
H

は
、
万
式
上
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
布
効
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
オ
ラ
ン
ダ

一
凡
}

法
に
よ
り
本
質
的
に

(
5
5ロ
印
戸
市
恒
一
三
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
の
紙
触
の
フ
ラ
ン
ス
の
規
則
に
よ
り
本
質
的
に
無
効
で
あ
る
と
決
す
べ
き
で
あ
る
。
別

な
言
葉
で
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
よ
り
法
性
づ
け
ら
れ
る
べ
き
主
題
は
た
ん
に
揃
象
的
な
白
禁
法
4

バ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
方
式
的
有
効
性
と
本
質
的

有
効
性
の
問
題
と
フ
ラ
ン
ス
法
と
オ
ラ
ン
ダ
法
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ
白
築
造
け
に
関
す
る
こ
つ
の
分
離
し
た
規
定
な
の
で
あ
る
。
自
家
遺
一
f

け
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス

北法48(3・41}243
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法
の
規
定
が
フ
ラ
ン
ス
ま
た
は
そ
の
他
で
適
切
に
方
式
に
関
す
る
規
定
と
法
性
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
泣
一
討
は
方
式
上
フ
ラ
ン
ス
ま
た
は
そ
の
他
に
お

い
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
な
お
、
裁
判
所
は
、
当
該
遣
一
一
Jn
が
本
質
的
布
効
性
を
統
御
す
る
法
に
よ
っ
て
本
質
的
に
無
効
で
あ
る
か
と
う
か
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
法
の
紙
触
の
フ
ラ
ン
ス
の
規
則
に
よ
れ
ば
本
質
的
布
効
性
を
統
御
す
る
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
オ
ラ
ン
ダ
法
の
関

係
規
定
を
、
す
く
な
く
と
も
遺
一
言
者
の
能
力
に
関
し
て
は
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
の
規
定
の
法
的
性
質
づ
け
に
関
し
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
裁
判
所

の
見
解
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
ま
た
は
そ
の
他
に
お
け
る
裁
判
所
の
見
解
に
お
い
て
は
、
自
国
に
お
い
て
ま
た
は
外
国
に
お
い
て
自
祭
遺
言
を
す
る
こ

と
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る
禁
止
は
、
遺
一
言
者
の
対
人
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
無
能
力
の
事
柄
と
法
的
性
質
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
人

は
能
力
の
事
柄
を
本
国
法
に
問
い
合
わ
せ
る
か
ら
、
い
ま
論
議
さ
れ
て
い
る
例
は
、
当
該
泣
一
討
は
両
国
に
お
い
て
無
効
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の

問
に
抵
触
を
ひ
き
起
こ
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
〔
以
下
略
〕
0

(
9
)
p
e
c
E
n
E
Z
Z
目
的
g
p
E四
-

Z・
5

8
・
2

5
品

)
0
5
2
5
。
a
H
P
F
u
s
e
-
ω
N
叶
e
(
H
U
N
g
2
5
2
叶
。
叶
-
Q
-
Z
Z
E
-
Y
F
E
Z
叩

E

N

-

-
(
E
E
)
(
U
-
=
ロ
巾
ニ
ま
は
一
一

4
に
お
い
て
、
(
E
N
∞
)
(
い
一
5
2
叶
C
叶
は
ニ
5
に
お
い
て
紹
介
し
た
。

(叩
)
(
U
C
E
「
宍
〉
召
巾
ζ
巾
∞
「
E
m
-
-
g
e
]
田
口
-
P
E
ω
吋

e
(
E
E
)
閉
山

2
5
0
-
E
E
巾
ミ
o
i
l
l
こ
の
判
例
を
紹
介
す
る
。

事
実
|
|
l
E
E湾
問
4
3
E
E
目
。
オ
ラ
ン
ダ
人
o

E
巾
ロ
コ
国
0
3
R
ロ
(
オ
ラ
ン
ダ
人
)
の
妻
。
ベ
ル
ギ
ー
の
ど
R
Z
で
、
一
九
三
一
一
年
九
月
二
一
一
日
付
の
自
築
造
一
吉

を
作
成
し
、
一
九
一
二
三
年
九
月
九
日
に
、
こ
れ
を
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
あ
る
公
証
人
ヨ
ユ
弓
の
保
管
記
録
に
頒
置
し
た
。
遺
言
の
内
容
は
い
く
人
か
に
遺
産
を
割
り

当
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
産
は
あ
る
会
社
が
保
管
し
て
い
た
o

遺
贈
を
受
け
た
者
た
ち
は
こ
の
会
社
に
保
管
す
る
遺
産
を
手
放
す
こ
と
を
禁
止
し
た
(
手
放
す

こ
と
に
反
対
す
る
舎
面
を
送
達
す
る
こ
と
の
よ
、
つ
で
あ
る
コ
コ
ミ
日
窓
口
は
か
か
る
妨
答
の
除
去
百
白
E
2
2
舟
2
2
町
。
司
司
。
∞
否
。
と
を
申
し
立
て
た
。
相
手
方

は
司
S
E
C
H
お
お
よ
び
そ
の
共
同
者
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
家
は
、
遺
一
一
一
同
を
無
効
と
し
、
右
妨
誌
の
除
去
を
命
令
し
た
。
相
手
方
ら
が
娃
訴
し
た
。

判
旨

1
1
}
D円
5
5
空
白
円
E
E
則
は
要
す
る
に
法
律
行
為
の
外
側
の
(
め
己
主
2
5
)
方
式

1
1
1
行
為
が
な
さ
れ
た
地
の
法
律
に
よ
り
統
御
さ
れ
、
条
文
(
円
2
5
)

な
し
に
条
約
(
円
S
2
E
S
凶
)
な
し
に
国
際
慣
例
の
効
能
に
よ
り
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
行
為
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
方
式

1

i
に
も
っ
ぱ
ら
関
す
る
。

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
が
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
に
外
国
に
お
い
て
は
遺
一
一
討
が
作
成
さ
れ
る
(
宮
山
田
ゆ
)
固
に
お
い
て
慣
用
さ
れ
た
諸
方
式
を
遵
守
し
て
遺
一
一
百
を
す

る
よ
う
規
定
す
る
と
き
、
そ
の
第
九
九
二
条
の
中
に
記
さ
れ
る
も
の
は
ま
さ
に
こ
の
宮
門
己
印
「
お
=
山
内
E
E
m
別
で
あ
る
o

あ
る
行
為
が
街
ぴ
る
外
側
の
諸
方
式
は
必

然
的
に
そ
の
有
効
性
の
証
拠
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
行
為
の
有
効
性
は
当
該
行
為
の
存
在
の
諸
条
何
|
|
行
為
者
に
と
っ
て
主
要
な
も
の
は
行
為
を
遂
げ
る
能
力

(
円
告
白
門
主
で
あ
る

1
i
に
本
質
的
に
Z
Z
E
E
-
2
2
)
依
存
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
立
法
肴
は
、
国
民
の
財
産
(
官
民
コ
ョ
。
5
ニ
ヱ
白
円
。
一
一
応
丘
町
三
芯
E
g
g
-
巾
)

を
保
護
す
る
と
い
う
気
遣
い
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
外
国
に
お
い
て
遺
一
一
一
討
に
よ
り
財
産
を
処
分
す
る
能
力
を
制
限
し
た
。
立
法
者
は
、
第
九
七
八
条
以
下
に
自

面命
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自筆遺言の法性に関する議論について(1)

筆
遺
言
お
よ
び
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
従
う
べ
き
方
式
を
定
め
、
か
か
る
遺
一
一
行
が
公
文
書
(
白
門

Z
E
E互
に
よ
る
遺
一
一
一
日
の
効
力
を
有
す
る
と
言
明
し
、
か
か

る
遺
一
言
の
外
国
で
の
使
用

(zg需
)
を
無
効
の
制
裁
付
き
で
禁
止
し
(
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
一

0
0
0条
)
、
自
筆
遺
一
一
行
を
、
遺
言
執
行
人
に
関
し
、
葬
式
、
布
類
、

衣
類
、
宝
石
に
限
定
し
た
付
随
の
処
分
の
た
め
に
許
す
こ
と
に
よ
り
右
の
禁
止
を
強
制
す
る
(
第
九
八
二
条
)
。
こ
の
能
力
制
限
は
オ
ラ
ン
ダ
国
民
を
外
国
に
お
い

て
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
条
文
の
中
に
明
示
さ
れ
た
J

止
法
者
の
意
思
に
よ
り
、
追
跡
す
る
。
対
人
規
則
か
ら
排
他
的
に
起
こ
っ
て
く
る
法
的
状
況

(
E
E
E。ロ」
R
E
5
5
)
に一。

2
凶『

a
E
R
Zヨ
則
の
適
用
の
余
地
が
あ
り
う
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

Z
2
M
Z聞
広

R
Z
E
則
を
-
見
守
コ
と
混
同
し
て
は
な
ら

な
い
。
国
家
の
主
権
に
基
礎
を
も
っ
法
律

(
{
O
Z
)

の
属
地
適
用
(
門
司
「
拝
。
『
阿
佐
応
)
の
主
義
は
、
学
説
に
お
い
て
ま
た
判
例
に
お
い
て
、
捨
て
ら
れ
、
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
の
諸
国
を
除
き
、
法

(ι3H片
)
の
属
人
性
(
司
令
印
。

z
g
z
E
に
基
礎
を
も
っ
対
人
法

(-Z2
恒
常
目
。
ロ
ロ
色
。
)
の
主
義
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
o

本
国

法

(
F
E
M
S
E
E
F
)
は
、
対
人
規
則
(
出

E
E門司内
3
2
5一
)
の
こ
と
が
ら
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
国
際
公
序
(
で
。
三
忠
世

EU--Zロ
Z
E民
5
E乙
ー
ー
ー
そ

れ
は
、
警
察
、
安
寧
の
諸
法
律
、
共
同
体
の
保
持
に
閲
す
る

1

1

に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
行
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
控
訴
院
は
第
一
審
の
判
決
を
支
持
し
た
。
こ
の
判
決
に
つ
き
、

H
-
B
が
河
内
〈
己
巾
円
コ
Z
2
5
に
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、

筆
者
が
注
目
し
た
と
こ
ろ
だ
け
を
紹
介
し
よ
う
。

ブ
ラ
y

セ
ル
控
訴
院
は
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
を
村
人
規
則
の
条
規
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
概
念
に
お
い
て
は

Z
2凹
『
ぷ
芹

R
Eヨ

則
は
自
筆
遺
言
を
す
る
権
能

C
R己
主
を
含
む
も
の
か
ど
う
か
、
別
に
い
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
と
っ
て
こ
の
権
能
は
万
式
の
規
制
か
実
体
の
規
制
か
、
が
な

お
残
る
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
宵
は
、
法
の
紙
触
を
、
オ
ラ
ン
ダ
の
条
規
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ベ
ル
ギ
ー
の
条
規
に
よ
っ
て
裁
い
た
。
問
題
が
行
為

の
方
式
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
に
入
る
か
対
人
規
則
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
に
入
る
か
を
問
う
べ
き
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
(
ま
た
は
判
例
)
の
み
に
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
法
第
九
九

二
条
に
、
対
人
規
別
で
あ
る
と
同
時
に
法
の
抵
触
の
規
別
で
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
o

以
上
。

つ
ま
り
、
い
い
た
い
の
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
が
問
題
を
能
力
の
こ
と
と
し
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
第
九
九
二
条
(
オ
ラ
ン
ダ
法
の
抵
触
の
規
則
)
に
よ
っ

た
の
で
は
な
く
、
ベ
ル
ギ
ー
法
が
当
該
遺
一
一
行
に
関
す
る
規
制
を
能
力
の
規
制
と
裁
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

∞町内

rえ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民
が
フ
ラ
ン
ス
で
作
成
し
た
自
筆
遺
-
一
一
け
に
関
し
て
は
、
右
に
略
述
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
辿
っ
た
こ
と
を
-
認
識
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
禁
止
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
異
な
る
態
度
を
採
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

(

日

)

(

臼

)

と
し
て
、
。

E
『
門
戸
口
ケ

l
ス
を
引
用
す
る
。
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説

(

日

)

(

リ

D
巴
『
巴
巾
円
曲
目
回
目

CB-〉
己
同
-
N
印
-
E一品吋・

(Zhp吋
ム
)
印
↑
『
巾
〈
叶
H
N
1
J
l

こ
の
判
例
は
、
ニ
の

2
及
び

3
に
お
い
て
約
介
し
た
。

(
ロ
)
窓
兵

2
・
。
百
円
古
官
・

2
・口一

1
l
F円
r
E
前
出
向
の
五
四
h(Lrml
が
有
在
す
る
本
文
と
山
l
と
を
紹
介
す
る
。

本
文

1
1
川
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
あ
る
ケ
1
ス
に
お
い
て
は
明
示
的
に
別
の
ケ

1
ス
に
お
い
て
は
黙
示
的
に
、
外
国
の
法
規
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
内
国
法
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
該
法
規
が
関
係
す
る
外
国
の
法
に
お
い
て
性
質
づ
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
様
態
を
参
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
質
ε
つ
け
て
お
っ

(
l
)
 

た
と
思
わ
れ
る
。

注

1
1
1
1

マ
ル
タ
人
婚
姻
ケ

l
ス
(
五

O
氏
、
注

1
0
前
例
)
〔
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」
の
事
例
7
で
あ
る
l
i
-
-
筆
者
〕
を
み
よ
。
そ
の
上
、
外
国
法
の
、

当
該
外
国
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
人
の
身
分
及
ぴ
能
力
の
こ
と
が
ら
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
法
規
則
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
フ
ラ
ン

ス
内
国
法
の
概
念
(
円

S
2宮
5ロ
凶
)
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
形
式
(
{
ミ
ヨ
)
と
い
っ
た
よ
う
な
別
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
も
し
く
は
手
続
(
胃

2
E
R
m
)
に
入
る
も
の
と
み

ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
そ
う
い
う
外
国
法
の
法
規
を
、
人
の
身
分
及
び
能
力
の
こ
と
が
ら
と
し
て
受
け
と
る
意
向

(
全
日
吉
田
芹

5ロ
)
を
示
し
た
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
布
名
な
「

2
5
n。
ロ
判
決
、

0
5
2・H
叩
(
)
印
-
百
円
。
。
。
及
び
戸
市

2
巧
ロ
ケ

1
ス、

0
5
2
e
E
N∞
岨
官
、
引
(
)
叶
〔
ニ

5
に
紹
介
し
て
あ
る
〕
を
み
よ

o
Z
2
5
8
ヶ
l
ス
(
ロ
シ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
的
離
婚
(
『
巾
一
£

5
5
全

5
5
g
)
)
は
破
棄
院
の
裁
判
で
あ
り
、
虫

=
2
及
ぴ

z
g三
円
に
よ
り
、
裁
判
所
は
フ
ラ
ン
ス
の
分
類
を
で
は
な
く
外
国
の
分
類
を
ほ
用
し
た
と
い
う
市
川
↑
山
で
、
的
叩
ャ
則
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
第
九
九
二
条
に
関
す

る

F
2ロ
喧
ロ
ケ

1
ス
は
、
し
か
し
、
別
な
理
由
に
基
づ
き
釈
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
o

す
な
わ
ち
、
芯
円

5

3岡山門

R
E吉
川
は
、
遺
一
H
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
対
人
法
に
、
こ
の
対
人
法
が
外
国
で
作
ら
れ
た
港
一
日
の
方
式
に
関
し
て
強
行
の
規
定
(
戸
E
宮

E
E
4
甘
さ
三
日
5
ロ
)
を
も
っ
場
合
に
は
、

従
属
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
だ
が

ρ
5
2
5
ケ
1
ス
(
凶

E
V
J
Eム
叶
-
〈
♀
「
百
戸

N)
〔ニ

3
に
紹
介
し
て
あ
る
〕
に
お
い
て
は
、
破
棄
院
は
、

イ
ギ
リ
ス
国
民
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
遺
一
日
口
に
関
し
て
反
対
の
見
解
を
と
っ
て
お
っ
た
。
(
以
下
略
〕
。

付

Z
5
5
8
ヶ
l
ス
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

事
実

l
l
Z
2
5
2
は
ロ
シ
ア
国
籍
の
イ
ス
ラ
エ
ル
(
ユ
ダ
ヤ
)
人
。
一
八
九
四
年
七
月
八
日
、

t
z
R
S
は
フ
ラ
ン
ス
人
女
と
、
パ
リ
第
九
区
の
身
分
係

官
の
前
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
方
式
の
結
絡
を
し
、
続
い
て
、
二
人
が
所
属
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
教

(
2
-
Z
Z
E
E
-
S
)
の
叶
祭

5
5
5可
巾
)
の
清
め
(
円
吉
田
常
「
白
色
。
ロ
)

を
受
け
た
。
こ
れ
で
ロ
シ
ア
法
上
も
有
効
な
結
納
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
は
フ
ラ
ン
ス
国
絡
を
尖
な
い
ロ
シ
ア
図
絡
を
取
作
し
た
。
安
が
離
崎
請
求
の
訴
え
を

起
こ
し
た
0

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
離
婦
の
裁
判
の
符
特
権
が
あ
る
か
が
争
わ
れ
た
。
第
一
審
セ
エ
ヌ
民
事
裁
判
所
は
、
一
九

O
一
年
三
月
五
日
判
決
で
、
離
婚

の
原
因
事
実
の
証
明
を
許
可
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
は
位
一
点
し
た
。
搾
訴
寄
パ
リ
搾
一
兆
院
は
一
九

O
二
年
三
月
一
七
日
判
決
で
第
一
家
判
決
を
破
棄
し
、
離

婚
の
儀
を
管
轄
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
教
の
機
関
に
訴
え
る
よ
う
に
と
、
原
告
の
訴
え
を
却
下
し
た

(
0
5巾門
-50ω-EN)。
安
は
破
棄
申
J
i
て
を
し
た
。
破
棄
院
は

雪ι
ロ岡
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自筆遺言の法性に関する議論について(1)

一
九

O
五
年
五
月
二
九
日
判
決
で
破
棄
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

判
決
理
由
か
ら

l
l外
国
人
ら
が
そ
の
身
分
に
か
か
わ
る
一
誠
訟
を
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
も
た
ら
す
場
合
に
フ
ラ
ン
ス
法
が
定
め
る
管
轄
お
よ
び
手
続
の
形
式

が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
こ
の
訴
訟
は
両
当
事
者
の
本
国
法

(
}
2
5
5
=白
一
色
に
よ
っ
て
し
か
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
上
記
本
国
法
の
諸
規
定
が

1
1ー
そ
の
定
め
る
裁
判
管
轄
権
の
点
に
お
い
て
で
あ
れ
、
そ
の
定
め
る
方
式
も
し
く
は
実

体
の
条
件
に
お
い
て
で
あ
れ

1

1
フ
ラ
ン
ス
の
公
序
に
反
す
る
と
き
は
、
当
該
訴
訟
に
つ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

〔
雨
当
事
者
の
本
国
法
で
あ
る
〕
ロ
シ
ア
法
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
離
婚
は
、
か
れ
ら
の
婚
姻
と
同
じ
く
、
排
他
的
に
宗
教
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
、
そ
の

本
質
は
宗
教
的
結
び
つ
き
の
破
滅
に
あ
る
o

離
婚
は
ラ
ピ
の
管
轄
機
関
(
恒
三
耳
目
芯
)
の
決
定
か
ら
し
か
結
果
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ラ
ピ
の
機
関
が
唯
一
そ
の

同
宗
者
ら
の
婚
姻
の
結
合
を
祝
福
す
る
た
め
と
閃
じ
く
解
消
す
る
た
め
の
資
格
を
有
す
る
。

こ
の
ロ
シ
ア
法
の
適
用
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
受
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
本
審
(
円

5
2
2
3
)
は
外
国
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
か
と
い
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
ロ
シ
ア
法
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
て
、
本
審

は
必
然
的
に
不
受
理

(
D
g
e
2
2
S
E
E
b
)
の
官
一
一
一
一
口
に
至
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
に
宗
教
の
こ
と
が
ら
に
干
渉
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
が
つ
か
ま
え
ら

れ
た
〔
係
属
し
た
〕
訴
え

S
2
5ロ
)
に
対
し
て
絶
対
的
な
不
受
理
の
抗
弁

2
5
E
号
ロ
C

ロ「
R
2
2こ
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。

(日

)

(

M

)

一
八
三
七
年
遺
言
法
(
者
三
印
〉
円
門
戸
∞
ω
叶
)
が
効
力
が
あ
り

F
R己

Ezao者
ロ
.
出
〉

2
が
通
過
す
る
以
前
の
時

9 

C
己
申
立

g
ケ
1
ス
は
、

期
に
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
フ
ラ
ン
ス
で
作
成
し
た
自
筆
遺
一
一
一
一
口
の
問
題
を
含
ん
だ
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
れ
ば
二
人
の
証
人
の
面
前
で
の
署

名
と
い
う
通
例
の
方
式
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
遺
一
斉
に
適
用
さ
れ
た
か
?
。
破
棄
院
は
こ
の

問
題
は
方
式
の
問
題
で
あ
る
と
判
示
し

Z
2印
「
晶
芹
山
内

E
E
則
を
適
用
し
た
。
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(
日
)
吋
巧
ヨ
・
【
〈
田
口
三
〈
三
円
民

!
lこ
の
法
律
の
第
九
条
は
次
の
と
お
り
。
す
べ
て
塁
パ
は
、
金
川
出
に
し
て
あ
り
か
つ
以
下
に
掲
げ
る
し
か
た
で
作
成

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
有
効
で
な
い
も
の
と
す
る
、
(
す
な
わ
ち
て
遺
二
一
円
者
ま
た
は
澄

H
Eが
在
府
し
て
造
二
一
eu
者
の
指
令
に
よ
る
他
の
者
に
よ
っ
て
当
該
書
面
の

下
の
部
分
ま
た
終
了
部
分
に
署
名
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
署
名
が
、
署
名
の
と
き
に
夜
席
す
る
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
証
人
の
友
会
の
下
で
、
な
さ
れ

る
ま
た
は
遺
言
者
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
証
人
が
当
該
遺
J

一
け
を
遺
一
ば
符
の
五
会
の
下
で
認
証
し

2
5
2
)
か
つ
署
名
す
る
(
的
己
F
M
円
コ
宮
)



説

す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
認
証
の
方
式
は
必
安
で
な
い
。

(
U
)
出
『
』
}
}
印
〉
三
回
∞
⑦
H
e
N
品

除

N
印
〈
』
円
円
円
、

H
H
A
H
-

王手也
開問

10 

し
か
し
、
こ
の
ケ

l
ス
は
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
ケ

l
ス
と
の
聞
に
∞

2
Z
Z
が
考
え
る
よ
う
な
抵
触
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
、

れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
法
は
オ
ラ
ン
ダ
国
民
に
ど
こ
で
で
も
禁
止
を
課
す
る
と
認
識
さ
れ
る
。
問
題
は
、
こ
の
禁
止
は
他
の
国
々
に
お
い
て

承
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
?
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
こ
の
禁
止
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
判
示
し
た
。
イ
ギ
リ

(
日
)

か
か
る
制
約
を
す
べ
て
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
課
す
る
こ
と
を
企
て
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の

ス
一
八
三
七
年
遺
言
法
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、

裁
判
所
は
、
課
せ
ら
れ
た
よ
う
な
制
約
は
方
式
で
あ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
作
ら
れ
た
遺
言
に
適
用
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
な
い
も

の
で
あ
る
と
決
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
見
方
を
代
表
し
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
む
し
ろ
、

(
日
山
)

∞
「
巾
司
戸
市
「
〈
司
『
巾

2
5ロ
は
こ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
を
首
尾

一
貫
し
な
い
と
非
難
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
。

(
日
)
〔
略
す
る
〕

(
日
)
切
「
町
田
町
「
〈
司
「
2
E
U
P
E
ζ
8
3
刀
打
(
リ

ω
。
。
(
早
可
)
は
、
方
式
に
関
す
る
選
一
一
月
の
有
効
川
口
は
定
住
所
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
と
判
示
し
た

0
2・

司
N
N
N
-
g
雪印

i
l
Q
-
司
N
N
N

は
口
司
-
N
ω
N

の
誤
植
か
。

Etm『門的。ロ・℃日
ω
N

に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

(
叫
)

イ
ギ
リ
ス
の
∞

2
2『
〈
司
5
m
g
g
ケ
|
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
所
を
も
っ
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
、
イ
ギ
リ
ス
事
務
弁
護
士
に
よ
り
準
備
さ
れ
、
一
八
三
七

年
遣
一
一
度
に
適
合
し
て
作
成
さ
れ
パ
リ
で
執
行
さ
れ
た
、
遺
一
一
口
の
ケ
l
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
望
日
は
明
ら
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
と
い
う
前
提
で
、

す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
要
件
を
満
た
す
な
ら
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
財
産
を
譲
る
の
に
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
も
し
く
は
、
別
な
言
葉
で
い
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
制
定
法
律
は
属
地
的
(
対
地
域
的
。

Z
5
5
2
巳
)
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
在
る
財
産
の
移
転
を
、
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
遺
し
て
譲
る
場
合
に
、
制
御

す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
司
コ
ミ
。
。

E
Z
は
、
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
湾
首
法
に
適
合
す
る
こ
と
は
十
分
で
な
い
、
遺
言
者
(
女
)

は
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
所
を
有
し
た
の
だ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
司
法
が
要
求
す
る
方
式
に
適
合
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
た
o

別
な
4

一
言
葉
で
い
え
ば
、
イ

ギ
リ
ス
一
八
三
七
年
遺
言
法
は
対
人
的
で
あ
り
属
地
的
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
在
る
定
住
者
に
適
用
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
在
る
財
産
に
適
用
さ

し、

わ
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(
犯
)

れ
る
の
で
は
な
い
。

筆
者
の
注
田
克
ヨ
ミ
〈
日
J
2
2
E
ケ
1
ス
を
紹
介
す
る
。
開
ロ
包

E
F
目
3
2
2
e
g
-
-
h
E
C
}
℃
日
(
)
∞
!
日
ωω

に
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
北
海
道
大
学
所
蔵
の
版
に
お

い
て
は
五
三
三
頁
が
印
刷
洩
れ
で
白
地
に
な
っ
て
い
る
。

事
実

l
l
Eロ
ミ
イ
ギ
リ
ス
人
女
。
一
八
三
八
年
か
ら
一
八
五
一
二
年
ま
で
パ
リ
に
定
住
(
同
年
四
月
死
亡
)
。
一
八
四
一
年
、
パ
リ
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
事
務
弁
護
士
に
よ
り
準

備
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
方
式
の
遺
一
一
一
一
一
一
日
を
作
成
し
、
イ
ギ
リ
ス
遺
一
U
法

(
-
5
n
f
n
N
g
に
従
っ
て
仕
上
げ
た

(
2
2
Eめ
)
0
3
E弓
の
は
恥
近
親
の
-
人
回
目
白
。
ョ
司
は
、
当
該
遺
一
ば

書
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
遺
一
-
白
の
完
成
に
関
す
る
第
九
六
七
条
な
い
し
第
九
七
七
条
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
安
門
に
適
合
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
、
よ
っ
て
、
遺
言
に
よ
る
処
分
と
し
て
は
秘
効
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
遺
バ
執
行
人
ら
は
、
一
八
五
三
年
六
月
、

2
2
a
E
M
d
z
u
c
zユ
(
法

3
事
件
裁
判
所
)
に
お
い
て
、
当

該
遺
言
書
の
検
認
を
受
け
た
(
甘
さ
〈
巾
)
。
ロ

2
2
2
は
同
年
一

O
月
二
八
日
に
こ
れ
に
対
し
ア
ピ
ー
ル
を
し
た
。
こ
の
ア
ピ
ー
ル
は
ヲ
4
4
M
h
2
2ニ
(
紘
一
首
院
)
が
包
特
し
た
。
枢

密
院
は
こ
の
事
件
を
四
人
で
裁
判
し
た
。
そ
の
一
人
宅

E
己
3
E
r
卿
が
判
決
を
一
ば
い
渡
し
た
。
同
町
政
川
一
的
の
判
決
は
証
拠
に
集
い
て
い
な
い
、
こ
れ
を
破
棄
し
倹
認
を
取
り
消

す
よ
う
女
王
に
助
言
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、

E

E吋
が
遺
一
U
を
し
た
と
き
お
よ
び
死
ん
だ
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
に
定
休
一
昨
を
も
っ
て
い
た
か
行
か
が
争
わ
れ

た
が
、
も
っ
て
い
た
と
確
認
さ
れ
た
。

判
決
理
由
か
ら
|
|
〔
判
決
は
、
提
出
さ
れ
た
遺
丘
書
は
、
選
一
日
者
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
定
住
所
(
品
。

E
2
E
の
地
の
法

Z
E
D
-
2
志
二

Z)
に
よ
っ
て
布
効
で
あ
っ
た
か
‘

と
問
題
設
定
を
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
だ
け
紛
介
す
る
。
遺
一
一
u
行
が
遁
一
U
の
時
に
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
所
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
か
と
、
つ
か
の
間
超
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が

語
ら
れ
て
こ
れ
が
判
決
の
大
部
分
を
山
め
て
い
る
。
が
そ
の
抑
制
介
は
行
く
〕
。

問
題
の
遺
一
一
一
U
書
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
リ
ポ
ー
ト
の
安
U
H
に
八
当
該
遺
一

u
舎
は
定
伐
所
地
の
法
の
一
史
糾
川
に
適
介
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
の
で
、
無

効
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た

V
と
記
さ
れ
て
い
る
。
判
決
丈
の
中
で
は
印
刷
洩
れ
の
部
分
に
合
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
回

2
ヨ
2
側
の
主
娠
を
結
論
と
し
て
認
め
た

も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
趣
旨
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

定
住
所
地
の
法
の
要
件
と
い
う
の
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
山
一
止
め
る
安
件
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
(
の
当
時
の
)
第
九
六
七
か
ら
第
九
七
七
条
ま
で
で
あ
る
(
五

O
九
百
只
)
O

本
件
遺
言
書
作
成
時
の
お
よ
び
遺
百
者
死
亡
時
の
選
一
日
名
の
定
住
所
の
法
が
、
そ
の
仰
に
定
住
所
の
変
川
ん
が
な
い
と
き
は
、
当
山
政
書
一
面

(
5
ω
H
Z冨
吉
門
)
の
力
式
お
よ

び
厳
粛
さ

(
ω
o
-
2
5
E
Z
)
を
統
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
は
や
疑
問
刷
枕
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
五
二
六
頁
。
堤
富
己
虫
色

ω
Z
卿
)
。
そ
う
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の

裁
判
所
は
、
当
該
遺
言
書
の
有
効
性
を
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
は
依
来
院
一
八
五
一
二
年
三
月
九
日
判
決

(
F
=
E
-
ζ
2・

Y
2
4
)

が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
一
八
三
八
年
一
月
一
一
日
に
自
筆
で
遺
日
舎
を
作
成
し
、
一
八
問
九
年
内
月

a
G
H
パ
リ
で
化
『
じ
し
た
。
利
害
関
係
人
号

〈

2
5
が
遺
言
執
行
人
目

2
5
=認
を
相
手
方
と
し
て
遣
で

uの
姐
効
を
主
張
し
た
。
一
八
五
七
年
七
月
一
二

O
日
、
セ
エ
ヌ
放
判
所
は
道
一
U

を
有
効
と
し
そ
の
執
行
を
命
じ
た
。
号

自筆遺言の法性に関する議論について(1)
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説

〈
虫
ロ
伶
が
搾
訴
。
一
八
五
二
年
五
月
一
一
五
日
パ
リ
作
訴
院
は
川
町
判
決
を
彼
棄
し
遺
一
以
を
慨
'
効
と
h
H
-
一
日
し
た

o
F
0
5
=認
が
破
棄
山
中

sv…
。
破
棄
院
は
俄
葉
山
中
京
を
棄
却
し
た
。
理
山

の
要
旨
は
以
下
の
通
り
。
行
為
の
外
側
の
力
小
山
(
門
司
自
め

2
怠
円
高
号
。
)
は
本
質
的
に

(2目
E
E
K
E
S円
)
当
日
放
行
為
が
な
さ
れ
た
凶
の
法
、
慣
行
、
慣
明
日
に
服
す
る
と
い
う
の
は

国
際
法
の
原
別
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
そ
の
他
の
す
べ
て
の
公
的
も
し
く
は
伝
的
の
行
為
に
と
同
じ
く
白
州
市
選
-
バ
に
適
用
さ
れ
る
。
泣
一
パ
ホ
引
の
身
分
に
、
そ
の
権
利
の
お
よ
び
そ

の
能
力
の
範
聞
に
お
よ
び
限
界
に
恭
づ
く
こ
と
は
す
べ
て
人
を
ど
こ
で
も
そ
の
在
る
し
ど
こ
ろ
に
追
跡
す
る
対
人
規
則

(
2
R
E
完
2
2日
三
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、

行
為
の
厳
粛
性

(
E
Z
E忘
)
お
よ
び
行
為
の
外
側
の
万
式
に
つ
い
て
は
事
的
は
宍
な
り
、
そ
れ
ら
は
遺
託
収
引
が
処
分
わ
ゐ
を
す
る
国
の
法
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
o

よ
っ
て
、

遺
一
一
一
口
は
フ
ラ
ン
ス
の
中
止
法
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
方
式
の
条
刊
の
す
べ
て
を
兼
ね
備
え
る
限
り
で
し
か
有
効
と
山
川
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
州
H
泣
っ
H
は
、
自
筆
小
H
小
山
で
は
あ
る
が
、

ナ
ポ
レ
オ
シ
法
典
第
九
七

O
条
が
変
求
す
る
よ
う
な
、
全
部
を
手
書
き
に
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
子
書
き
で
日
付
を
い
れ
る
の
で
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
原
判
決
が
こ
れ

を
無
効
と
し
た
こ
と
に
法
律
違
反
は
な
い
。

E
S
2
3

。2
2巳
(
法
務
総
裁
)
の
見
解
(
五
一

o
n
i丘
一
七
只
)
の
結
論
は
、
人
的
財
陀
(
甘

m
E。
E
一
司
円
。
胃

ZM)
に
関
す
る
遺
一
-U
の
有
効
ま
た
は
加
…
効
は
、
死
者
が
そ

の
死
亡
の
時
に
定
住
し
た
国
の
法
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
俗
」
ザ
し
た
ル

l
ル
で
あ
る
か
ら
、
本
件
道
一
は
は
イ
ギ
リ
ス
小
川
小
人
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
方
式
三
従
っ
て
完
成

せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
・
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
均
一
七
頁
)
。
こ
の
見
解
の
恨
拠
と
し
て
小
説
・
判
例
を
引
用
し
た
な
か
に
治
の
破
棄
院
判
決
が
あ
っ
た
。

国

2
昌
司
の
訴
訟
代
理
人
は
〉

R
O
B
a
C
2
2
ω
一
に
同
調
し
た
。

日

ν
コ
ご
わ
。

En--
の
判
決
は
こ
の
旨

E
Eめ
て
の

2
2と
の
見
解
を
実
質
的
に
同
仲
間
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

ρ
5
2
-
7
z
t
o
g
Z
(国
王
顧
問
弁
護
士
)
の
H
見
解
(
五
一
九
民

l
五
一
一
一
一
一
民
)
お
よ
び

C52-ω
門

2
2己
{
凶
王
弁
議
士
)
の
見
解
(
五
二
三
頁

l
五
二
五
頁
)
は
司

2
2
E

に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
紹
介
は
符
略
す
る
。

国

Z
E司
〈
明
，

zmMEロ
判
決
は
、
〔
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
決
は
〕
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
フ
ラ
ン
ス
で
作
成
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
方
式
の
迫
-
U
を
フ
ラ
ン
ス
法
に
適
合
し
な
い
と
し
て

無
効
と
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
法
に
は
適
合
し
て
い
る
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
適
合
し
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
に
照
ら
せ
ば
無
効
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が

フ
ラ
ン
ス
法
に
は
適
介
し
て
い
る
と
い
う
の
と
は
別
で
あ
る
o
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
依
棄
院
一
九

O
九
年
ヒ
月
二

O
日
判
決
は
、
右
と
同
引
の
遺
一
u
を
有
効
と
し
た
(
四
ロ

b
注
(

2

)

)

O

こ
れ
と
比
べ
る
と
面
白
い
。
ま
た
、
布
判
決
は
、
遺
一
~υ
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
所
を
も
っ
た
と
い
う
事
尖
認
定
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
訂
者
は
泣
一
一
u
の
時
フ
ラ
ン
ス
に
定

住
所
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
対
ぷ
し
、
こ
の
認
識
の
下
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
定
れ
所
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
イ
ギ
リ
ス
方
式
で
し
た
造
立
は
イ
ギ
リ

ス
で
有
効
で
あ
る
と
主
仮
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

τi  

日間

11 

(
げ
)

こ
う
し
て
、
司
丘
町
。
ロ
可
正
常
が
示
唆
し
て
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
が
実
質
的
に
採
用
し
て
∞
白
ス
5
が
明
ら
か
に
肯
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認
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
、
問
題
の
よ
う
な
遺
言
の
有
効
性
を
決
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
た
裁
判
所
は
、

そ
の
〈
本
質
的
有
効
性

V
の

た
め
に
遺
言
者
の
対
人
法
に
依
頼
し
、

そ
の
方
式
的
有
効
性
の
た
め
に
作
成
地
の
法
に
依
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
辿
る
な

ら
ば
、
法
性
決
定
の
予
想
さ
れ
た
困
難
は
自
筆
遺
言
の
ケ

i
ス
に
お
い
て
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
以
上
の
こ
と

は
本
論
文
で
示
唆
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
用
性
を
、
す
な
わ
ち
、
第
て
次
法
性
決
定
は
、
法
性
を
決
定
さ
る
べ
き
規
則
が
そ
の
(
法
体
系
の
)

(
時
)

一
部
を
成
す
と
こ
ろ
の
法
体
系
の
法
に
よ
っ
て
成
し
と
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
明
示
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
げ
)
(
呂
ω
C
ム
)
閉
め

2
2一
号

ω
Pロ
「
回
印
三
|
|
二

6
に
紹
介
し
て
あ
る
。

(
時
)
〔
略
す
る
〕
。

自筆遺言の法性に関する議論について(1)
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